
令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 2 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

ファイナンスリース方式等の PPP 手法による事業に対する国の補助金等の適用 

 

提案団体 

富山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、農林水産省 

 

求める措置の具体的内容 

農林水産省が所管する「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」及び文部科学省が所管する「公立学校施設

費国庫負担金」、「学校施設環境改善交付金」について、地方公共団体が資産を保有しないファイナンスリース

方式等の PPP 手法による事業に対する適用を求める。 

 

具体的な支障事例 

我が国においては、厳しい財政状況の中、今後、人口減少等により、公共施設等の利用需要が変化することが

予想されており、長期的な視点を持って、統廃合・再配置などを効率的・計画的に行うことが求められている。こ

のような状況の中、地方公共団体が地域の実情に合わせ、公共施設を最後まで保有することなく公共サービス

を提供する「公共施設の非保有手法」は、将来的な維持の負担も含め、有効な手法の一つであると考えられる。 

当市では、このたび、卸売市場の整備に際し、市有地を民間に事業用定期借地として貸付け、そこに民間が市

場を建設し、それを市にリースする方式をとることにした。また、今後、公立学校施設の整備にあたっても、同方

式を活用する事業を検討中である。 

しかしながら、これらの施設についてファイナンスリース方式等の公共施設の非保有手法による施設整備にあた

っては、市が施設を保有する場合と異なり、設計や整備に係る補助金等が適用されないものが大半であるた

め、イニシャルコストの増大につながり、当該手法の検討が進まない。 

近年推奨されている公共施設マネジメントの観点からも、人口減少が止まらず、公共施設への需要が変化し得

る中で、多様な施設整備手法を促す補助金制度となることが望ましいと考えている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地域の実情に合わせ、次の点など、ヒト・モノ・カネの最適化・最大活用が図られるようになると考える。 

・ファイナンスリースの場合、地方公共団体等が施設を直接所有しないため、事業期間終了時に施設が不要と

なった場合は、手放すことが容易となる。 

（人口増等による一時的な需要の増加に弾力的に対応することが可能） 

・施設を民間事業者が保有するため、固定資産税等の税収を見込むことが可能となる。 

・維持管理等の窓口がリース事業者に集約されるため、契約業務の事務負担の軽減が期待できる。 

 

根拠法令等 

ファイナンスリース方式への補助金の適用を規制している特段の規定等の存在は認められないが、本提案のよ

うに、施設整備への補助の前提として地方公共団体が当該施設を保有することが条件となっているものがあ

る。 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

伊勢崎市、柏市、川崎市、富山県、豊田市、西尾市、熊本市、宮崎県 

 

○学校空調ＰＦＩ事業は市保有方式を採用している。 

○当市においては、ランニングコストを含む費用負担の軽減や平準化、維持管理事務の軽減，緊急時の柔軟な

対応などの観点から、市有施設整備の一部にリース方式を導入している。 

当市における支障事例として，教室不足が予測される学校において、児童生徒数の増加に対応するためにリー

ス校舎を増設したが、「公立学校施設費国庫負担金」を活用できなかった事例や、中学校体育館の空調設備導

入の際，リース方式を採用したため、「学校施設環境改善交付金」を活用できなかった事例がある。 

ファイナンスリース方式での施設整備も補助制度の対象とすることで、市有施設における整備手法の選択肢が

広がる。 

 

各府省からの第１次回答 

強い農業・担い手づくり総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金は、いず

れも、財政法第４条ただし書に基づく建設公債の発行対象経費である。公債は、将来の国民が納める税金によ

り償還されることから、公債の発行により調達した資金を投入したことによる成果は、将来の国民も享受できるも

のであるべきとの考えに基づき、建設公債の発行対象経費は「公の資産」の形成に資する事業に要する費用に

限定されている。 

リース方式により施設を整備した場合、地方公共団体は当該施設の所有権を有さず、リース期間が終了すれば

当該施設を使用する権原を失うことになるとともに、リース方式による施設整備に係る費用は、その性質が維持

管理費や手数料等の経費も含む賃借料であって、「公の資産」の形成に資すると言うことはできない。 

従って、リース方式による卸売市場の整備及び公立学校施設の整備に要する費用を、強い農業・担い手づくり

総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の対象とすることは困難である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 3 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

特定教育・保育施設等の定員弾力化に係る公定価格の減算調整措置の見直し 

 

提案団体 

吉川市、郡山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

特定教育・保育施設等の定員弾力化に係る公定価格の減算調整措置について、意図的な受入調整による措置

適用の回避を防止し、適正な利用定員の設定及び施設型給付費等の適正化を促すため、指導監督してきたに

もかかわらず、利用定員の変更申請等が行われない場合には、公定価格を減算調整できることとするなど、一

定期間の経過を待たずに減算措置を講ずることができるように仕組みを見直す。 

 

具体的な支障事例 

当市には、利用定員を恒常的に超え児童を受け入れているが、定員変更の市の求めに応じず、変更申請を行

わない保育所がある。その理由は、公定価格の区分において、高い単価が維持された常態で費用が支給され

るためである。恒常的に利用定員を超える特定教育・保育施設等に対しては、公定価格の減算調整措置が講じ

られているが、当該減算調整措置の適用に当たっては、①直前の連続する５年度間（幼稚園及び認定こども園

（１号認定）にあっては２年間）常に利用定員を超え、かつ、②各年度の年間平均在所率が 120％以上であるこ

とが要件となる。当該保育所は、直近４年は平均在所率が 120％を超えていた。令和３年度（５年目）について

も、定員を超え利用申込があったため、市の受入人数の増枠要請にもかかわらず、120％未満となるように意図

的に調整を行った。この行為は５年目の平均在所率を 120％未満とし、翌年度の減算調整措置の適用を意図的

に回避したものと推察でき、子ども・子育て支援法における利用調整の協力義務や国の通知（保育所への入所

の円滑化について（平成 10 年２月 13 日付け児保第３号））にも反する。また、確認に係る指導監査において利

用定員の変更を促しているが、本事案に対する効果的な防止策とならないことから、当該減算調整措置の見直

しを求めるものである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

現行制度では、特定教育・保育施設等の利用定員の変更は、当該施設等からの申請によることとされており、

市町村が当該申請に関与することは困難である。公定価格上の減算調整措置は、恒常的に定員を超える場合

に、施設型給付費等を減算することで、特定教育・保育施設等が利用定員の変更申請を適切に行うよう促す目

的で講じられたものと考えるが、適用要件が厳しく、また、一度要件から外れると期間のカウントもリセットされる

ため、実効性に乏しい。利用定員の見直しが必要であるにもかかわらず、適切に変更申請を行わない場合や、

保育ニーズがあるにもかかわらず、意図的に受入調整を行い、市町村の利用調整に応じない場合についても、

当該減算調整措置を適用することが可能となれば、特定教育・保育施設等による恣意的な受入人数の調整を

防止し、住民の保育利用ニーズを満たすことにつながるほか、利用定員の変更申請も促しやすくなり、過大に支

給されている施設型給付費等の適正化も図れる。 

 

根拠法令等 

子ども・子育て支援法第 32 条第１項、第 42 条第２項（平成 24 年法律第 65 号）特定教育・保育等に要する費用



の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について（平成 28 年８月 23 日付け府子本第 571 号、28 文

科初第 727 号、雇児発 0823 第１号）、保育所への入所の円滑化について（平成 10 年２月 13 日付け児保第３

号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、滋賀県、守口市、高松市、宮崎県、宮崎市、延岡市 

 

○当市においても類似の事例があり、該当の認定こども園は市の定員変更の求めに応じず、令和元年度に減

算調整措置の適用を受けたが、その後、わずかな定員変更（変更後も平均所在率が 120％未満になるとは思え

ない程度のもの）を行うことにより、減算調整措置の適用を意図的に回避したものと思われる。 

○提案団体と類似した問題があり、見直しが必要と考える。 

○複数年にわたり利用定員を超える児童が入所している施設が県内でも散見され、今後も恒常的に超えること

が見込まれる場合は利用定員の見直しを行うよう行政指導監査で市町に対して口頭指摘しているが、本提案で

挙げられている背景とおそらく同じ考えのもとに適切な対応がなされず、本来あるべき状態と比較して過大に給

付費を支給しているケースがある。 

 

各府省からの第１次回答 

保育所等においては、利用定員の範囲内で子どもを受け入れることを原則としているが、年度の途中に保育の

実施が必要な子どもが生じた場合の対応や待機児童の解消のため、設備運営基準を満たした上で、利用定員

を超えた子どもの受入れも可能としている。 

公定価格では、この場合において、必要な職員体制の確保や、子どもの受入れのインセンティブといった観点か

ら、利用定員の定員区分に基づき適用される単価により施設型給付費等を支給し、利用定員を超えている状態

が一定期間継続する場合には減算する仕組みを設けている。 

※一方で、この仕組みは、減算が行われるまで定員変更を行うことを妨げるものではなく、教育・保育の提供は

利用定員の範囲内で行われることが原則であることを踏まえ、市町村において当該期間の期限が到来する前に

利用定員の変更を促すことは可能である。 

なお、市町村は、児童福祉法に基づき、保育ニーズに対応した受け皿の整備を行うこととされており、定員超過

が続く場合においては、保育の受け皿整備等により、その解消を図ることが考えられる。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 7 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

保育所等における転園元と転園先の施設間同士の情報提供に係る規定の見直し 

 

提案団体 

越谷市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

保育所及び地域型保育事業所（以下「保育所等」という。）において、利用児童が他施設に転園した場合、転園

元の保育所等の設置者が、転園先の施設に保育所児童保育要録を送付することを規定する（（任意規定ではな

く、保育所保育指針等において義務として規定する。））。 

 

具体的な支障事例 

就学前の子どもが利用する施設のうち、幼稚園は学校教育法施行規則第 24 条第３項、幼保連携型認定こども

園は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第 30 条第３項に基

づき、それぞれ「指導要録の写しを転園元から転園先の幼稚園の園長、保育所の長又は認定こども園の長に送

付しなければならない」こととされている。 

一方、保育所等については、保育所保育指針において、就学時に保育所等から小学校に保育所児童保育要録

を送付することが規定されているのみであり、転園に伴う児童保育要録の共有については規定されていない。そ

のため、保育所等から別の施設に転園したようなケースにおいて、転園先で転園前の様子が分からなかったり、

伝えたい子どもの状況が伝えられなかったりするといった支障が生じている。保育所等についても、子どもが生

涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期にその生活時間の大半を過ごす場であり、施設間の引継ぎを

円滑に行う必要がある。また、地域型保育事業所の大幅な増加により、地域型保育事業所を利用する機会も増

えているため、今後さらに施設間同士の情報提供の仕組みが重要となると考える。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

転園先で転園前の様子を把握することで、他の保育所等から転園してきた子どもが新しい施設で円滑に生活を

スタートさせることができる。また、アレルギー等に関する配慮事項について具体的な引継ぎがなされ、アナフィ

ラキシーをはじめとする事故防止を図ることができる 

これらは、全ての保育所等において取り組まれることにより十分効果を発揮するものであると考えられることか

ら、任意規定ではなく義務規定とすることが望ましいと考えている。また、幼稚園及び幼保連携型認定こども園

では従前から義務規定として定められているため、保育所等においても義務規定として定めることにより、就学

前の子どもが利用する施設間での整合が取れるものと考えている。 

 

根拠法令等 

保育所保育指針 

学校教育法施行規則第 24 条第３項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第 30 条第３項 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、富津市、中野市、豊橋市、たつの市、和歌山市、香川県、高松市、宇和島市、熊本市、宮崎県、 

 

○改定された保育所保育指針には保育所が教育施設であることが記された。 要録送付が義務づけられている

幼稚園、認定こども園同様、保育所も義務づけられることで、すべての子どもの転園時が円滑に図られるものと

考える。 

 

各府省からの第１次回答 

御指摘の保育所児童保育要録については、「最終年度の子どもについて作成すること。」としており、幼稚園や

幼保連携型認定こども園における指導要録とは異なり、毎年度作成することを求めていない。（「保育所保育指

針の適用に際しての留意事項について」（平成 30 年３月 30 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課長通知）） 

御提案のように、転園の際、転園先に保育所児童保育要録等の送付を求める場合、新たに毎年度の保育所児

童保育要録の作成を行うこと、又は現に保育所において作成している保育の過程と子どもの育ちに関する記録

等を施設間で共有する事が必要となる。このため、保育士の業務負担の増大等につながるものであり、慎重な

検討が必要である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 10 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

子ども・子育て支援交付金実績報告に係る手続の簡素化及び市町村から都道府県に対する提出期限の見直し 

 

提案団体 

福井市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

子ども・子育て支援交付金について、実績報告に使用されているソフトウェア（Access）の様式の見直し及び市

町村から都道府県に対する実績報告書の提出期限の見直しを求める。具体的には、実績報告で使用するソフト

ウェア（Access）について、データのインポートを容易にする等、入力をサポートする機能の追加を求める。また、

市町村から都道府県への実績報告書の提出期限について、国における経費の精算期限である４月 30 日まで

の範囲内で、例えば１週間後の４月 17 日とするなど、提出期限の延長を求める。 

 

具体的な支障事例 

子ども・子育て支援交付金交付要綱第 10 条において、市町村から都道府県への実績報告書の提出期限は「４

月 10 日まで」と規定されており、事業完了から実績報告書の提出期限までの日数が 10 日間と短いため、委託

事業者に対して短期間での書類提出を求めざるを得ない状況である。なかには委託事業者が複数の施設を運

営している場合もあり、短期間に複数施設の書類提出が必要となることから、委託事業者に過度な負担が生じ

ている。 

実績報告書作成に係るソフトウェアについて、国の様式は Access、都道府県の様式は Excel となっており、当

市においては、同様の内容を２種類のソフトウェア用に２度入力することとなっている。また、国で使用されてい

るソフトウェア（Access）においては、実際の入力作業にそぐわない様式の制限が設定されており、通常の入力

作業を行った場合でもエラー表示が出るなど、入力作業の妨げになっている。特に、今年度のコロナ特例措置に

係る入力作業においては、様式上の行挿入作業が制限されており、１つの項目を修正するために、最大数千回

クリックする必要があるなど操作性に難があった。さらに、放課後児童クラブごとの金額を確認することもできな

いため、その都度、電卓で確認するか、エクスポートして集計する必要もあり、非常に使いにくい状況である。 

以上のことより、事業者及び市町村の双方において、短期間での実績報告に係る過度な事務負担が生じている

ため、実績報告に係る事務の簡素化及び提出期限の見直しをあわせて検討いただきたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

市町村から都道府県への実績報告書の提出期限が延長することにより、委託事業者に対し短期間での関係書

類の提出を求める必要がなくなり、実績報告書に必要な書類の提出漏れや不備等が減少する。また、あわせて

実績報告に係るソフトウェア（Access）の様式が見直されることで、市町村における事務負担が軽減され、実績

報告書の不備等が減少するとともに、職員の時間外勤務も縮減されると考える。 

 

根拠法令等 

子ども・子育て支援交付金交付要綱第 10 条 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、岩手県、いわき市、高崎市、川崎市、長野県、浜松市、豊橋市、豊田市、知多市、枚方市、三原市、熊

本市、宮崎市 

 

○令和２年度の実績報告では、期限内に提出したにも関わらず、提出後に Access のバージョンアップがあり、

数回の再提出を余儀なくされた。また、バージョンアップによる更新も、実際に更新された事業を再入力すること

で反映されるものであったため、入力に時間をかける必要があった。これらのことから提出期限の延長または、

Access の利用を再検討していただきたい。 

○提案が実現されれば、本市においても、現状業務の改善、事務量軽減につながることが期待されると考える。 

○実績報告書の提出期限については、提案自治体と同じように、事業者及び市町村の双方において、短期間で

の実績報告に係る過度な事務負担が生じている。そのため、実績報告に係る事務の簡素化及び提出期限の見

直しについて賛同する。 

○事業完了から実績報告書の提出期限までの日数が短く、実績額を早期に確定するため、事業者等に短期間

で報告を求めるなど関係者の負担がおおきいことから、福井市と同様に提出期限の延長を求める。 

また、実績報告書作成に係るソフトウェアについて、国と県それぞれの様式に同じ内容を入力する作業が生じて

おり、職員の事務負担軽減及び重複作業に伴う入力ミス等を防ぐためにも、事務負担の軽減や簡素化を求め

る。 

○事業者、市町村及び県において、短期間での実績報告に係る過度な事務負担が生じている。 

○子ども・子育て支援交付金の実績報告については、国・都道府県へほぼ同一の報告をするにもかかわらず、

国と都道府県の実績報告書作成に係るソフトウエアに違いがあり 2 種類のソフトウエアに 2 度入力することとな

っており、入力作業・確認作業にかなりの時間を要している。 

Access において「内閣総理大臣あて」「都道府県知事あて」２種の申請書・実績報告書を出力できないか。 

もしくは、国交付要綱に読み替え規定もしくはみなし規定を追加し、国あての申請書・実績報告書の鏡文のみを

差替え、そのまま都道府県あての申請書・実績報告書とみなせないか。 

○データの集計を行う際に、エクスポートを行う必要があることがあるが、エクスポートしたエクセルファイルが見

づらく、集計にも一工夫が必要な状態である。 

○提出期限が実績年度終了から間がなく、短期間で事務処理する必要があるため、作成書類の確認が十分に

できないことから、記載漏れや誤りが発生し、報告後に報告内容の訂正等が生じるなど、同様の支障事例が生

じている。 

○実績報告書の期限が短期間で、事業者、市において事務負担が大きく、誤りの恐れがある。また、EXCEL と

ACCESS の様式があることも事務負担の要因であるため、見直しに賛同する。 

○当市においても国及び県で報告様式を作成するソフトウェアが異なっていることで、事務が煩雑になっている

ことに加えて、実績報告までの期限が短いことにより、年度当初の事務が多忙を極める状況になっている。実績

報告の様式、提出方法についても、抜本的な改善を要求したい。 

○民間児童育成クラブの中には保護者会が運営しているクラブもあり、会計の方も就労をしている中、会計書類

の提出を短期間で行わなければならず過度の負担が生じている。 

 

各府省からの第１次回答 

お問い合わせの実績報告に使用されているソフトウェア（Access）の様式の見直しについては、毎年度のソフト

ウェア更新にあわせて利用者マニュアルの見直しをしているところだが、本ソフトウェアが市町村の方にとって使

いやすく、入力作業を迅速に行うことができるよう、同マニュアルの見直しにいっそう取り組んで参りたい。 

市町村から都道府県への実績報告提出期限の見直しについては、関係省庁に相談しながら、他の事業の交付

要綱状況を見て検討して参りたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 14 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

社会福祉法人及び社会福祉施設等への指導監査等の実地を伴わない手法の検討 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

社会福祉法人及び社会福祉施設等（保育所・幼保連携型認定こども園・地域密着型特別養護老人ホーム、認

可外保育施設・有料老人ホーム、指定障害福祉サービス事業所、指定介護保険サービス事業所等）に対する指

導監査・立入調査・実地指導等の実施は、実地による実施が原則とされている。そこで、昨今の新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止等の観点から、実地によらずとも監査等の実施ができるよう、書面やリモート等によ

る方法も可能としていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査・立入調査は実地を伴っての実施が原則とされている

が、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、現地への立入を控えている。 

昨年度は、法人・施設側からの要望もあり、現地には赴かず、調査票や自主点検表などの書面提出と電話等で

の聞き取りにより、運営状況の把握を行ったが、監査方法を定めた法令や要綱には、監査方法を実地に限定す

るものや、実地によらない弾力的な監査も可能である旨を記載していないものが多く、これらに拠ると法定の監

査を行えていない状況である。 

現状も感染収束の気配が見えず、再開できる見通しも立たないため、今後もしばらく実地での監査の未実施が

続く可能性が高い。 

そのため、今般のコロナ禍のような状況下においても法定の指導監査が実施できるよう、現地を伴わずリモート

等による実施について検討をお願いしたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

施設職員や施設利用者等との接触機会を削減でき、感染リスクを大きく軽減できる。また、感染拡大防止の観

点に限らず、現地への立入が困難な状況下においても滞りなく監査等を実施できる。さらに、当日の移動時間が

省略でき、実施効率が上がる。 

 

根拠法令等 

「社会福祉法第 56 条」、「児童福祉法第 24 条の 34、第 46 条、59 条」、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な推進に関する法律第 19 条」、「老人福祉法第 18 条、29 条」、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第 11 条」、「介護保険法第 24 条」等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、郡山市、川口市、富津市、川崎市、福井市、佐久市、関市、浜松市、滋賀県、草津市、八尾市、羽曳野



市、府中町、山陽小野田市、徳島県、香川県、高松市、鹿児島市 

 

○令和２年度における当市による指導監査においても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により実地に

よる指導を自粛した事例があった。 

○新型コロナウイルスの問題により実地による指導監査ができない状況が長期化しており、適切な事業運営が

行われているかの確認ができていない、また監査等周期が守られていない状況にあり、監督庁として責任が果

たせていないだけでなく法人や事業者も不安に感じている。国としても、現状において有効な指導方法について

例示してもらいたい。 

○当該社会福祉法人は、特別養護老人ホームを経営しており、令和２年度に法人指導監査の対象であったが、

老人ホームが医療施設に隣接する形で経営されていたことから、新型コロナウイルス感染症拡大予防を理由と

して、指導監査の対応を拒否された。厚生労働省が指導監査においては柔軟な対応を求めるという通知を発出

していたことから、令和２年度は当該法人における指導監査を中止し、令和３年度に延期という対応にしたが、

今年度においても引き続き指導監査を拒否される可能性が高い。したがって、このような法人への柔軟な対応

が可能になることから、リモート監査又は書面監査などの現地への立入を伴わない指導監査が認められること

は非常に有意であると考える。 

○提案団体と同様、高齢者施設におけるクラスター発生防止の観点から、家族等であっても入所者との面会を

不可とされていた施設もあり、こうした施設側での感染対策が徹底されているなか、必ずしも実地による指導を

要するかどうかについては、柔軟な対応とされたい。 

○特定教育・保育施設、認可外保育施設について、当市でも感染拡大防止の観点により一部施設は現地への

立ち入りは行わず、書面提出等で実施を行っており、今後のことも考えると書面・リモートでの実施も可能として

いただきたい。 

○当団体においても、実地での指導監査に制限がかかる中、質問票や自己点検表、備付書類の提出、電話に

よるヒアリング等によって、施設の運営状況の確認を行ったところであるが、制度上、これらは監査とみなすこと

ができない状況となっている。また、当団体では、島しょ地域などの遠隔地にある施設や法人に対する指導監査

を担っているが、コロナ禍において実施を見送った。特に医療資源が乏しい地域において感染拡大防止の観点

からリモートでの実施が可能になれば、指導監査を円滑に実施することができる。 

○介護保険事業所等に対する指導について、令和２年度以降においては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、高齢者虐待や不正請求等の重大な法令違反が疑われるものを除き、原則として、事業

所の訪問ではなく、来庁による報告等により行わざるを得ない状況が生じている。しかしながら、介護保険法第

23 条等においては、文書の提出、報告や質問の方法や場所について定めはないものの、国の要綱上、「事業

所において行う」ことを念頭においており、来庁による指導や書面指導等、事業所の訪問によらない指導方法に

ついては位置付けられていない。新型コロナウイルス感染症が終息した場合であっても、年々増加傾向にある

介護保険事業所等に対する指導を着実に行うためには、指導項目の効率化のみならず、指導方法そのものの

見直し・検討が必要であり、確認内容によっては、必ずしも事業所の訪問によらない指導でも確認を行うことは

可能であることから、実効性が担保されるのであれば、事業所の訪問によらない指導方法についても、要綱上

の位置づけがされるべきと考える。 

○監査方法を定めた法令や要綱では、監査方法を実地に限定しているため、これらによると法定の監査を行え

ない状況である。そのため、今般のコロナ禍のような状況下においても法定の指導監査が実施できるよう、現地

を伴わず書面やリモート等による実施情報についても検討をお願いしたい。それにより、実地監査に比べて感染

症拡大による実施時期の変動リスクを少なくでき、滞りなく効率的に監査等を実施できる。また、感染症拡大時

においても接触機会を減らすことができ、感染者発生等の施設運営上のリスクも軽減できる。 

○当団体においても高齢者施設を中心としたクラスター発生により、現地に出向く法人・施設の指導監査の実施

が困難な状況になっている。このままの状況が継続した場合、法人における運営状況の確認ができないため、

書面やリモートを活用した法人・施設監査について検討するも、現地に出向いた監査でない場合は、監査実績と

してカウントされない旨、国から見解が示されている。コロナ等の状況下においても、地域の実情に応じた法人

等への適切な指導助言の取組みが促進されるよう現地に出向く指導・監査の実施に代わる、監査の実施方法

について国において検討をお願いしたい。 

○提案団体と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、現地への立入を控えており、ワ

クチン接種が進んできているとはいえ、今後しばらくは、実地での監査ができない見込みである。このような状況

を鑑み、平時の指導監査方法に加えて今般のコロナ禍のような状況下における指導監査方法について、事務

的・財政的な負担にも配慮してお示しいただきたい。 

○当市においても同様に新型コロナウイルス感染症の影響により実地指導を行えていない状況があるが、書面

やリモート等による指導の有効な方法については課題があり、慎重な検討を要すると思われる。 

○内部通報等による現地確認の必要性が高いと判断される案件については、感染防止対策をした上で行って



いる。実地指導については、代替手段として、書面による検査と電話確認で行っているが、いわゆる実地指導と

してカウントできないのは厚生労働省に確認して承知して いる。コロナ禍においては、事業所の運営の質を確

保するためには書面による検査も有効と考えられるため、実地指導に相当するものとして認めてもらえるとあり

がたい。 

○通常時に関しても、例えば過去３年間指導事項等がなく、適正な運営を行っている施設等についても、実地調

査を書面やリモートで実施することにより、施設等と行政の事務効率化が図られる。 

○今般の新型コロナ禍の中、社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査等について、当県は令和２年

度において、書面が認められていないもの（社会福祉法人、社会福祉施設のうち児童福祉施設等）について、未

実施若しくは例外的に書面により行った。令和３年度は、書面及び施設外での指導監査等を実施している状

況。 

○当市では、実地指導は毎年 10 件程度実施していますが、新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度の

実施件数は１件のみでした。 

○当市も提案団体と同様の状況にあり、実地指導等の実施を見合わせた場合、サービスの質の確保及び保険

請求の適正化について指導をする機会が失われることになると考え、前年度から書面指導という手法で従来の

事前提出書類に加え、一連のケアマネジメントプロセスに関する書類も提出していただき（メール可）、電話によ

るヒアリング及び書類に基づく指導を実施し、場合によってはメールで参考資料を送付するなど、懇切丁寧な指

導に努めている。実地で行えない場合を考慮していただき、非常時における柔軟な手法を用いた指導のあり方

の検討をお願いしたい。※上記は、定期的な指導を行う場合の事例であり、監査や必要時の現地確認は除く。 

○令和２年度から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当市が指定する介護サービス事業者

の実地指導を行えていない状況である。 

○新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、緊急を要する実地指導・指導監査を除いては事業所への立ち入り

を中止している。そのため、事業所の運営状況を確認できない状況が継続している。事業所に対する適正な運

営指導を行う上でも、実地指導が行えない状況下での指導体制の構築について検討をお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答 

【社会福祉法人】 

今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえて、感染症のまん延を防止する必要性が高く、実地による監査が困

難と国が判断する場合には、当該年度において、社会福祉法第 56 条に規定する社会福祉法人に対する指導

監査のうち「一般監査」について、実地による監査に限定しなくても支障がないと所轄庁が判断した法人を対象

に、指導監査ガイドラインに沿った監査内容の実効性を確保した上で、書面やリモート方式のみによる監査も可

能とする特例的な枠組みの創設を検討することとしたい。 

【老人福祉施設等】 

老人福祉施設の監査について、定期的に実施する監査は、原則毎年１回、実地での実施を求めているが、前回

監査の結果によっては書面による監査を認めている。 

介護保険施設等の指導について、コロナ禍の対応として、実地指導は柔軟な対応とすることや、集団指導はオ

ンライン等を活用した方法について検討し実施を求めている。 

有料老人ホームの指導について、集団指導はオンライン等を活用した方法を示している。 

提案を踏まえ、オンライン等が可能なものは、オンライン等を活用した実施も差し支えないとする旨の通知の発

出等を含め、改めて検討する。 

【児童福祉施設等】 

児童福祉施設に対しては、現状、児童福祉法施行令により、都道府県知事が１年に１回以上の実施検査を行う

こととしているが、今般の新型コロナウイルス感染症の流行の状況をふまえ、感染拡大防止対策と両立した指

導監査の在り方等について検討を行うこととしている。 

認可外保育施設、及び幼保連携型認定こども園についても、上記児童福祉施設の指導監査の在り方等も踏ま

え、必要に応じて検討を行ってまいりたい。 

【障害福祉施設】 

指定障害福祉サービス事業者等に対しては、指定又は施設基準の基本的事項を確認することにより、原則、定

期的に実地で指導を行っており、当該指導については、特に利用者等に対するサービス提供状況及び給付費

の請求事務が適正に行われているかの確認が重要であり、現地での確認を伴わないリモート等の方法で適切

な指導が可能かどうか、慎重な検討が必要であると考えているが、一方で、感染拡大防止の観点も重要である

ため、感染拡大防止と両立した指導監査の在り方等について検討を行っていきたい。 

（別紙あり） 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 15 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

保育事業等に関する類似基準に係る省令改正の施行時期の統一 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」において、類似する内容の基準改正を行う場合は、当

該基準に係る省令改正の施行時期を統一することを求める。 

 

具体的な支障事例 

市町村が「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」を条例で定める場合には、国が定める上記基

準に従い又は参酌し定めることとされている。 

しかしながら、両基準において、共に類似する内容の改正であるにもかかわらず、省令改正の施行時期が異な

るため、市町村における条例改正についても別々の時期に行わなければならない状況が生じており、条例改正

に係る事務負担が増大することに加え、条例改正にあたり類似した内容にもかかわらず改正時期が異なる理由

についての説明を求められるなど、議会での説明に窮している。条例改正の時期については、各自治体の裁量

によるところであるが、当該省令には従うべき基準や参酌すべき基準が含まれていることから、各々の省令改正

の施行時期にあわせて速やかに条例改正を行う必要がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

条例改正を同時期に行うことができるため、条例改正に伴う事務及び説明等の効率化が見込める。 

 

根拠法令等 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、いわき市、水戸市、前橋市、千葉市、横浜市、川崎市、中野市、大阪府、枚方市、広島市、三原市、松

山市、宇和島市、高知県、熊本市、宮崎市、鹿児島市 

 

○「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」において、類似する内容の基準改正を行う場合が多

いにも関わらず、詳細な内容が公開される時期がそれぞれ異なるため、事務処理や議会対応の中で、事務が

煩雑化している現状がある。 



○令和３年３月 23 日付で厚生労働省が児童福祉法施行規則、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を含む厚生労働省令に関し、電磁的記録等を認める旨の改正を行い、令和３年７月１日施行とされているとこ

ろである。当市においても関係条例を改正する手続きを行っていますが、内閣府においても、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支

援法施行規則について、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加する改正を行う方向で

検討を進めており、改正時期が統一されていないことで、条例改正のタイミングがずれ支障が生じている。 

○当市でもそれぞれ条例にて定めており、改正の際は同一の内容であるにもかかわらず、省令改正の施行時

期が異なるため、類似した内容を議会へそれぞれ説明しなければならない。事務としても煩雑であるため施行時

期の統一について当市としても希望する。 

○当市において、今般、電磁的記録に係る基準省令の改正が行われているが、府令の改正は行われておら

ず、施行時期は統一することが予定されているものの、公布の時期が異なっており、結果的に条例改正の手続

きが間に合わないというケースもある。 

 

各府省からの第１次回答 

御指摘の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」など、今後類似する内容の改正を行う場合に

は、各基準省令の所管省庁間で、改正内容や時期について情報共有等を行うなど、緊密に連携を図りつつ、適

切に対応してまいりたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 21 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

指定給水装置工事事業者の指定に関する手続の見直し 

 

提案団体 

東京都 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、総務省、法務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

指定給水装置工事事業者の指定に関する手続に当たり、登記事項証明書又は住民票の写しの書面提出によら

ずに、例えばマイナンバー制度における情報連携等により電子上での内容確認が可能となるよう、必要な措置

を講じること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度】 

指定給水装置工事事業者の指定の申請、更新及び一部の変更の届出に当たっては、水道法施行規則第 18 条

第２項第２号並びに第 34 条第２項第１号及び第２号により、法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては

住民票の写しを添えなければならないと規定されている。 

【支障事例】 

現行制度下では、申請又は届出に必要な登記事項証明書又は住民票の写しを申請者が各行政窓口で取得し、

書面を提出する必要がある。また、指定給水装置工事事業者の指定の申請等の手続について、インターネット

を介した手続の導入可能性の検討に当たり、登記事項証明書及び住民票の写しの添付が必要となるため、そ

れらについて電子的な確認ができるようにしてほしい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

指定給水装置工事事業者の新規指定や更新、一部の変更の届出に当たって、添付書類が少なくなるほか、指

定事業者による証明書類の取得作業がなくなるなど、電子化により指定事業者・水道事業者双方の効率化が図

られる。 

 

根拠法令等 

水道法第 25 条の２第２項、第 25 条の３の２第４項、第 25 条の７、 

水道法施行規則第 18 条第２項第２号、第 34 条第２項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、旭川市、ひたちなか市、桐生市、千葉県、神奈川県、川崎市、堺市、鳥取県、広島市 

 

○指定給水装置工事事業者の手続きについて、電子化を検討しているが、申請又は届出に必要な登記事項証

明書又は住民票の写しを書面を提出する必要があるため、電子化の障害となっている。水道法で定められてい

る諸手続について、国で統一したシステムを開発・導入してほしい。 



○電子化により添付書類の確認等が省略でき、事務の効率化が図られることから、インターネットを介した手続

きの導入を求め、導入の際には当市でも活用を検討する。 

○当市においても電子申請システムの導入を検討しているが、法令により、確認書類の原本（法人:登記事項証

明書や個人：住民票の写し）が求められている。 

【対応】電子申請を導入しても、確認書類の原本が必要なため、別途、事業者に対し、郵送や持参などで提出を

求めることになる。これでは事業者や上下水道局にとって、電子申請の導入メリットを享受することができず、効

率化を図ることも困難だと考えている。法令改正により電子確認が可能なルール創設を検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答 

指定給水装置工事事業者の指定に関する水道事業者の手続においては、令和３年３月の水道法施行規則改

正により、申請様式における押印を廃止し、電子文書による作成を可能としたところであるが、申請にあたって

申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しを求めている状況。 

なお登記事項証明書については申請書に記載された法人の商号（名称）、本店（主たる事務所）及び代表者の

氏名を、住民票の写しについては申請書に記載された氏名及び住所を、それぞれ確認することで本人確認を行

うことを目的としている。 

登記事項証明書の添付が必要な地方公共団体の手続については、令和２年 10 月 26 日に運用を開始した国

の行政機関における登記情報連携による添付の省略の状況を踏まえ、各種手続の実態等に関する調査を行

う。その上で、地方公共団体を含む行政機関間の情報連携の仕組みの在り方について検討し、令和３年度中に

結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる予定である。 

また、住民票の写し等の添付が必要とされている行政手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律第 11 条の規定により、手続を受ける行政機関等が、情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律施行令第５条に定める電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置により、

確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、その添付を要しないものとされてい

る。 

以上を踏まえ、ご要望に応えるべく必要な検討を行う。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 41 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

都道府県障害者計画、都道府県障害福祉計画等における計画期間の見直し及び計画内容の簡素化 

 

提案団体 

神奈川県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

都道府県障害者計画（以下「障害者計画」という。）と都道府県障害福祉計画（以下「障害福祉計画」という。）等

の統合等を促進するため、障害福祉計画を障害者基本計画と同じく５か年計画とすることを求める。 

または、障害者基本計画を６か年計画とすることを求める。 

併せて、障害者計画と障害福祉計画等計画内容の簡素化を求める。 

 

具体的な支障事例 

障がい福祉に関し、都道府県には、障害者基本法に基づく障害者計画と、障害者総合支援法に基づく障害福祉

計画等の策定が求められている。 

障害福祉計画は、障害者計画の一部であり、障害福祉サービスに関する３年間の実施計画としての位置付けで

あるため、例えば、地域生活移行者数や障害福祉サービス見込量等の成果目標や、目標達成のための方策等

について、内容が重複している。 

しかし、両計画とも策定義務があるため、それぞれの計画策定について、実態把握調査の実施、住民意見の反

映等の作業に加え、学識者や障がい当事者等で構成された審議会で複数回審議するというプロセスが必要とな

り、大きな負担となっている。 

また、障害福祉計画が３か年計画であるため、次期計画の策定に向けた現行計画の効果等の検証を、２か年

の取組実績により行うことになるが、２か年という期間は検証には短く、次期計画に現行計画の反省点等を十分

に反映できない。 

さらに、名称及び内容の近い計画が複数存在することは、住民の分かりにくさにもつながっているため、両計画

を統合し、1 つの計画にできれば、業務負担の軽減及び住民の分かりやすさ向上を図ることができるが、両計画

の計画期間が異なることが統合の妨げとなっている。 

障害福祉計画は、法に基づく基本指針において、３か年の計画と定められている一方、障害者計画は、計画期

間の定めはないものの、法において国の障害者基本計画（５か年計画）に基づいて策定することとされており、５

か年計画としている地方公共団体が多い。 

これを踏まえ、国の基本指針により定められる障害福祉計画の期間と、国の障害者基本計画の期間が同一、又

は、例えば、３年間と６年間など、中間見直しがしやすい期間になっていれば、両計画の統合や策定作業の一本

化による負担軽減等が図られやすくなるものと考え、提案するものである。 

また、更なる業務負担の軽減に向けて、両計画の内容の簡素化についても、併せて提案する。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

障害福祉計画等を障害者基本計画と同じく５か年の計画とした場合には、障害福祉計画等と障害者計画を統合

しやすくなり、計画本数の減少による策定作業の負担軽減が図られる。 

名称及び内容の近い計画が１本化することで、住民の分かりやすさの向上にもつながる。 



計画内容が簡素化された場合についても、内容面での重複が解消されることにより、計画策定に係る負担軽減

が図られる。 

 

根拠法令等 

障害者基本法第 11 条第２項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 87 条第１

項、第 89 条第１項、児童福祉法第 33 条の 22 第１項、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な

実施を確保するための基本的な指針（平成 18 年厚生労働省告示第 395 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、茨城県、前橋市、千葉県、小平市、長野県、豊田市、西尾市、京都市、浜田市、高知県、五島市、大分

県 

 

○両計画とも策定義務があり、それぞれ、実態把握調査の実施、住民意見の反映、審議会の複数開催が必要

となり、負担が大きい。根拠法はそれぞれ異なるものの、名称や内容が類似する計画が存在することで、住民を

はじめ、審議会委員であっても分かりにくい状況である。当市は、障害福祉計画・障害児福祉計画を一体で策

定、障害者基本計画については５か年計画で別に策定している状況であるが、３本の計画の統合により、分かり

やすさとともに、事務の負担が大きく軽減される。 

また、障害福祉計画については、計画期間が３か年と定められており、検証するには２か年の実績を基に検証

することとなり、十分な検証ができているとは言い難い。 

 

各府省からの第１次回答 

【内閣府】 

「障害者基本法（平成 25 年法律第 65 号）」に基づく都道府県及び市町村における障害者計画（以下「障害者計

画」）の策定については、障害者基本法第 11 条第２項及び第３項において、障害者基本計画を基本とする旨定

められている。 

障害者計画に規定すべき具体的な内容、計画の策定時期や期間については、地方公共団体がそれぞれの地

域の実情に応じて決定することができる。また、地方公共団体の判断により、障害者計画と障害福祉計画等を

一体のものとして策定することも可能である。 

【厚生労働省】 

障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国において基本指針を定め、この指針を元に各地方自治体が

約１年間で計画を作成し、新たな計画期間を迎えることとなっている。また、国においては３年毎にサービス提供

の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス等報酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて

作成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画については、この改定等に合わせた計画期間とするこ

とが制度設計上重要と考えている。 

他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画見直しとなっており、施策効果の検証の時間が十

分に取れていないというご指摘については真摯に受け止める必要がある。 

以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３年毎に見直しを行っている政策の影響を受ける項

目の期間延長は難しいものと考えているが、その他の項目の期間については、今回の地方分権改革提案でも

複数のご提案をいただいている点、他の計画との関係に留意しなければならない点に加え、障害福祉行政を円

滑に進めていくためにどの長さが適当か慎重に検討する必要があるため、次期計画の基本指針の内容を議論

する予定である令和４年度に議論を行うこととしたい。 

なお、障害福祉計画の簡素化については、令和２年地方分権改革提案（管理番号 210②）により一定の整理を

得たものと考えている。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 49 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

税務署からの住民税課税情報等の照会対応に係る事務負担の軽減 

 

提案団体 

大府市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、財務省 

 

求める措置の具体的内容 

税務署からの住民税課税情報等の照会を、地方公共団体に負担をかけない方法として頂きたい。例えば、情報

提供ネットワークシステムや国税連携システムなどを活用した照会など、地方公共団体が対応に時間をとられな

いような方法を検討いただきたい。 

 

具体的な支障事例 

現在、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話、窓口への来庁及び郵送で行われており、市町村の住民

税担当窓口において、その照会回答の対応に多くの時間を費やされ、通常業務を行う時間が奪われ対応に苦

慮している。具体的には、年間に 100 件以上の問い合わせがあり、１件に 15 分程度かかるとして、人口約９万

人の当市において、総合計年間 1,500 分程度費やしている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

税務署からの照会対応に要する時間を削減することで、その時間を住民への窓口対応等にあてることができ、

市民サービスの向上につながる。 

 

根拠法令等 

国税通則法第 74 条の 12、国税徴収法第 146 条の２、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第 19 条７号、第 19 条９号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

前橋市、千葉市、船橋市、八王子市、川崎市、山梨県、長野県、御殿場市、豊橋市、半田市、知多市、名張市、

京都市、岸和田市、枚方市、八尾市、山鹿市、中津市、宮崎市 

 

○当市でも税務署からの照会が年間 100 件以上（電話照会含む。）あり、その対応に負担を感じている。 

特に、電話照会が多いが、電話では対応に時間がかかる上、伝達ミス等が発生する可能性が書面等での対応

より多いという不安もある。 

郵送による照会は日数がかかるため、電話照会を多用されているものと思われるが、電子的な照会手段が整備

されれば時間短縮及び正確性の向上に資するものと考えられる。 

○当市では、税務署からの照会が年間 150 件以上あり、同様に照会対応の時間が削減できれば他の業務に充

てることができ、市民サービスの向上に繋がることから賛同する。 

○国税局・税務署からの文書による照会はほぼ毎日のように発生しており、照会年分（年度）についても通常直



近３～６年分を照会してくる場合が多く、世帯状況や勤務先の他、課税資料の写しを求めてくることもあり、国保・

介護等の照会と比べて１件あたりの対応に相応の時間と事務量を要している。情報連携システムや国税連携シ

ステムの活用等により、課題も多いとは思うが地方公共団体側にも負担がかからないような照会方法を検討し

て頂きたい。 

【令和２年度の国税局・税務署からの文書照会】 

・国税通則法第 74 条の 12：約 260 件 

・国税徴収法第 146 条の 2：約 230 件 

合計約 490 件…１件あたりの照会に要する時間はおおよそ 15～30 分程度で、二重確認を行っているので実際

には 30～60 分程度かかることもある。国保・介護等照会にかかる１件あたりの所要時間は概ね３分（二重確認

を行っても６分）程度である。 

○当市でも年間 100 件ほどの照会があり、照会対応に時間を要するため提案内容に賛同します。 

○税務署からの課税に関する照会については、確定申告提出時に源泉徴収票の添付義務を無くした結果、所

得控除内容が不明であるため、その所得控除内容に対して市町村への問い合わせが増加している。 

また、所得控除内容が不明である確定申告書が課税資料で市民税を賦課する際、所得控除内容が不明である

ことから、控除内容を確認するために納税義務者へお知らせを発送し、所得控除内容を確認後、賦課するなど

業務量が増加している。 

○当市においても、紙ベースの紹介のみで 100 件を超える照会があり、加えて電話等での紹介もあるので調査

等には相当な時間を費やしている。他市町村からの同様の調査も膨大な量となっているため、税務署の調査に

係る事務負担を軽減できれば市民サービスの向上及び時間外勤務を減らすことにも繋がる。 

○当市においても、税務署からの電話や文書による住民税課税情報等の照会回答に多くの時間を費やしてい

る。 

【令和 2 年度実績】 

電話での照会：約 500 件（1 件あたり 10 分程度） 

郵送・窓口での照会：175 件（1 件あたり 5 分程度） 

⇒年間約 5,875 分程度費やしている。 

○当市においても、年間 200 件を超える照会を受けており、その対応に多くの時間を費やしている状況である。 

○税務署からの電話照会と郵送照会はそれぞれ一日２～３件程度あり、負担を感じている。業務効率化のた

め、情報提供ネットワークシステムなどの活用を推進すべきと考えるが、現状の照会はシステム内にデータで持

っていない内容であることが多いため、活用することは難しいと思われる。 

○【支障事例・制度改正の必要性】 

支障事例の件数統計を除き、提案市に同じ。 

【求める措置の具体的内容につき付記】 

システムを利用する場合、自動応答が可能である等回答する側の地方公共団体の職員の作業が必要ない作り

であることを希望する。 

○提案市と同様、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話及び郵送で行われており、その照会回答に時

間を費やされるため苦慮している。 

具体的には、電話による問い合わせが年間に 100 件以上（１件に 10 分程度）、郵送による照会が年間約 200

件（1 件に 30 分程度）あり、人口約 40 万人の当市において、年間 7,000 分程度費やしている。 

 

各府省からの第１次回答 

税務署等と地方自治体の情報の授受をオンラインで行えば、双方にとって業務の効率化が期待できる一方、相

応のシステム投資を要することから、国税当局と地方税当局で調整の上、検討を進めていく。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 53 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

ＤＶ等支援措置の延長に係る申出手続きの簡素化及びＤＶ等支援措置期間の延長 

 

提案団体 

吉岡町、渋川市、安中市、みどり市、榛東村、神流町、甘楽町、長野原町、草津町、高山村、川場村、昭和村、

みなかみ町、玉村町、千代田町、邑楽町 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、警察庁、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメ

スティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置」

（以下「DV 等支援措置」という。）における延長の申出手続きに関して、申出者が行う警察、配偶者暴力相談支

援センター、児童相談所等（以下「相談機関等」という。）及び市町村窓口への出頭による本人確認の省略並び

にＤＶ等支援措置期間を１年を超えて設定することを可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

ＤＶ等支援措置の期間は１年となっており、ＤＶ等支援措置の対象者が当該措置の延長の申出を行う場合、１年

ごとに初回と同様の手続きが求められ、相談機関等及び市町村の窓口に出頭し本人確認を受ける必要があ

る。窓口への出頭が必要なため、市町村窓口でＤＶ等支援措置の延長の申出を行ったのにも関わらず、相談機

関等に相談に行かなかったことで、やむを得ずＤＶ等支援措置が終了に至ったケースがある。 

【制度改正の必要性】 

ＤＶ等支援措置の期間は、初回又は延長の手続きであるか否かを問わず１年となっているが、特に延長手続き

を行う対象者については、初回の手続き時と比べて対象者の環境が大きく変化することは少ないと考えられ、１

年ごとにＤＶ等支援措置の延長の申出を行わなければならないことについては、当町職員だけでなくＤＶ等支援

措置対象者等からも柔軟な対応を可能にすることを求める声がある。また、ＤＶ等支援措置の延長の申出者

は、加害者が訪れる可能性のある窓口に延長のたびに足を運ばなければならず、出頭を伴う手続きは被害者

にとっては精神的な負担であり危険を伴うものとなっている。ＤＶ等支援措置の延長の申出のたびに窓口に出頭

しなければならないことについても、当町職員だけでなくＤＶ等支援措置対象者等からも利便性の高い手続とな

るよう見直しを求める声がある。 

【懸念の解消策】 

ＤＶ等支援措置の対象者が延長の申出を行う場合、本人確認は初回の申出時に行っていることから、出頭によ

る本人確認の方法を緩和し、相談機関等及び市町村において初回で控えた相談や申出の内容で本人を特定す

る電話受付や本人確認書類同封による郵送等での延長手続きを可能とする。また、延長の手続きは初回の手

続き時と比べてＤＶ等支援措置対象者の環境が大きく変化することは少ないと考えられることから、当該対象者

が延長の申出をする際に、例えば３年を超えない範囲で対象者の希望により支援措置期間を選択できるように

すなど柔軟な対応を可能とする。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ＤＶ等支援措置対象が市町村窓口に出頭することによる加害者からの追跡のリスクや精神的負担を減らすこと



ができる。また、延長の手続きが簡略化されることで、ＤＶ等支援措置対象者の負担軽減に加え、市町村の受付

事務の負担軽減も見込める。さらに、ＤＶ等支援措置の延長切れを防止することができ、被害者への切れ目の

ない支援につながる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳事務処理要領第５-10 ア（エ）、キ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、中標津町、盛岡市、いわき市、桐生市、川口市、練馬区、長野県、佐久市、知多市、田原市、和泉市、

兵庫県、吉野川市、香川県、宇和島市、久留米市、大村市、延岡市 

 

○当市においても、申出者が相談機関へ出頭ができず、支援措置を終了するケースが発生している。引き続き

支援が必要な場合は、相談機関への出頭なく、本人から状況や必要性の聞き取りなどにより延長の申出が行え

るよう事務の見直しを求める。 

○支援措置の件数は増加傾向にあり、限られた担当者の人数では管理しきれなくなる可能性もある。制度を簡

素化することで、支援者の情報を少ない人数で守ることにつながる。 

○ＤＶ加害者からの暴力等の恐怖によって外出することができないために継続支援を受けられない場合があり、

被害者救済の観点から制度改正等の要望を受けるケースが多くある。 

○支援措置対象者にとって延長手続が負担となり、支援措置が終了となるケースが多くみられる。手続きの簡

略化により、支援が必要な対象者の負担が減ることが期待される。 

○市町村窓口での延長申出の際に郵送で受付することについては、申出者の負担軽減につながることから賛

同する。 

○申出者からの電話では延長希望の旨が確認できたものの、体調が優れない等の理由により、相談機関や市

役所に来ることができず、延長の申出をすることができなかったケースが数回あった。 

 

各府省からの第１次回答 

ＤＶ等支援措置については、被害者に係るＤＶ等被害の状況がケースごとにさまざまに変化し得ることから、期

間を１年と定め、申出があれば状況を確認して延長することとしている。 

支援措置の期間については、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の写し

等の交付制度の特例的な取扱いを行うものであることから、一定の期間を区切って、虚偽の申出を防ぐため、対

面の本人確認を行った上で状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えており、現時点では支援措置

期間の長期化や本人確認等のあり方の見直しについては、慎重な対応が必要なものと考えている。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 58 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

児童手当交付金の実績報告における精算手続の簡素化 

 

提案団体 

豊橋市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

児童手当交付金の実績報告における精算手続について、現状の子ども・子育て支援勘定業務関連システム（以

下、システム）により出力される帳票結果をそのまま活用できず、内閣府より発出された事務連絡に基づき、別

途追加交付額、返還額を手計算により算出している。このような状況を改善するため、例えば、実績報告様式

（様式 12）において、児童手当の追加交付額と返還額（事業主拠出分）、児童手当の追加交付額と返還額（国庫

財源分）、特例給付の追加交付額と返還額がそれぞれ算出された形で出力される等の手続の簡素化を求める。 

 

具体的な支障事例 

毎年７月に、内閣府が指定するシステムを活用し、前年度分の児童手当について実績報告を行っている。 

出力される帳票の合計欄には、児童手当及び特例給付の過不足が相殺された形で追加交付額または返還額

が算出されるが、実際には、児童手当の追加交付額と返還額（事業主拠出分）、児童手当の追加交付額と返還

額（国庫財源分）、特例給付の追加交付額と返還額について、それぞれを分けた形で報告することが求められて

いる。そのため、システムによる出力結果を基に、各区分の追加交付及び返還額を別途算出する必要があり、

その事務に相当な時間を要するとともに、追加交付及び返還額について誤りが発生しやすい状況となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

児童手当交付金の実績報告における精算手続の簡素化を図ることができれば、地方においてはシステム外で

の計算の作業がなくなり、国においても地方への計算方法の周知の手間が省ける点で双方の事務負担が軽減

される。また、システム外での計算作業による追加交付額及び返還額の誤算出の発生も防ぐことができる。 

 

根拠法令等 

令和元年度児童手当交付金事業実績報告書の提出について 別紙 確定に伴う追加交付額及び返還額の算

出について（令和２年６月 12 日付内閣府子ども・子育て本部事務連絡） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、富津市、鳥取県、岡山県、山陽小野田市、香川県、宇和島市、高知県、大牟田市、宮崎県 

 

○当市においても提案自治体と同意見であり、事務に相当な労力を要しており、手計算によるミスの恐れもある

ため、システムで処理が完結するよう改善を求めます。 

○当市においても同様に、各区分の追加交付及び返還額の算出に多くの時間を費やしている状況にあり、何ら

かの改善策を講じるべきと考えている。 



 

各府省からの第１次回答 

現在、受給者が被用者であり、かつ児童が３歳に満たない場合に限り、当該児童に係る児童手当の財源に事業

主拠出金が充てられている。 

また、児童手当の支給要件には所得制限を設けているが、当分の間、所得制限を超えていることにより児童手

当が支給されない者に対しては、児童１人当たり月額 5,000 円の特例給付の支給を行っている。 

国の交付金の実績報告については、システムにより手続の簡素化を図っているところであるが、追加交付額及

び返還額の算出に当たっては、児童手当及び特例給付を明確に区分し、さらに児童手当の内訳として事業主拠

出金財源分及び国庫財源分を明確に区分する必要があることから、システムにより出力されない場合の算出方

法について具体例とともに示しているところである。 

更なる簡素化について、システム改修を行った場合の影響等を踏まえ、今後検討する予定である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 64 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

月途中での入退園等に係る施設等利用費の日割り計算の簡素化 

 

提案団体 

岐阜県、郡山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

月途中での入退園等における施設等利用費の日割り計算について、計算過程での端数分の取扱いや開所日

数の算出方法を見直す等の事務の簡素化を求める。 

現行制度で明確になっていない日割り計算で発生する 10 円未満の端数分の取扱いについては、例えば、端数

分は市町村が負担する等、取扱いの明確化を求める。また、施設等利用費の日割り計算は、「その月の開所日

数」を用いて算出するが、当該日数は各施設で異なるため、例えば施設型給付費の様に、「その月の開所日数」

を 25 日と設定する等、統一的な考え方を求める。 

 

具体的な支障事例 

施設等利用費については、月途中での入退園や、保護者が市町村をまたいで住所地を変更した場合などは、

日割りにより給付することが求められているが、その際の施設等利用費の算出方法は、非常に煩雑であり、施

設及び市町村において、事務負担となっている。 

特に、月途中に保護者が市町村をまたいで住所地を変更した場合や新制度未移行幼稚園に転園した場合、日

割り計算において発生する 10 円未満の端数は切り捨てることになっており、切り捨てられた端数分は、施設等

利用費を得られないため、新制度未移行幼稚園が保護者に対し請求するか、当該園が端数分を負担することと

している。多くの園は保護者に端数分を請求しているため、保護者に対する請求業務が新たに発生しているが、

一方で、園が端数分を負担することとした場合、園に負担が生じることとなる。 

また、施設等利用費における日割り計算（利用開始の場合）は、「2.57 万円（上限）×認定起算日最初の利用日

以降のその月の開所日数÷その月の開所日数」で算出することとされているが、「その月の開所日数」が新制

度未移行幼稚園ごとに異なるため、園と市町村間において、開所日数の確認が負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

市町村が端数分を負担することで、施設から保護者に対する端数分の請求事務が不要となり、施設における事

務負担が軽減される。また、保護者による端数分の負担がなくなる。 

さらに、日割り計算における開所日数の考え方について、統一的な見解が示されることにより、施設及び市町村

における事務負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

子ども・子育て支援法施行令第 24 条の４第２項 

子ども・子育て支援法施行規則第 59 条の２ 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（令和元年９月 13 日付け内

閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知） 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、仙台市、須賀川市、富津市、川崎市、長野県、中野市、大垣市、岐南町、豊田市、吹田市、広島市 

 

○開所日数の数え方が明確にされていないことによる市町村間での認識のずれや、日割り計算の 10 円未満の

端数処理による 10 円の減収により、施設が見込む 25,700 円×人数の収入との誤差が生じ、施設における会

計上の支障も生じている。 

○月途中での市外への転出、市外からの転入があった場合には、その都度相手方の自治体と協議し、日割り

するか、月単位で負担するかを決定しており、事務負担となっている。そのため取扱いの統一化を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

ご提案の日割り計算に関しては、昨年度、新制度未移行幼稚園の利用者が月の途中で転園せずに市町村をま

たがる転居をした場合の当該月の施設等利用給付の支給について、関係市町村間で調整がついた場合には、

日割り計算をせずに、いずれかの市町村がまとめて支給する運用（以下、「月割り」という。）を可能としたところ

であり、この場合には月割りを活用することも可能である。 

日割り計算による施設等利用費の取扱いについては、令和元年 10 月の幼児教育・保育の無償化から開始され

たもので、幼児教育・保育の無償化に関係する市町村実務を検討する会議（全国市長会・全国町村会推薦の

12 自治体がメンバー）における検討を経て、現行の取扱いとなっている。 

月の途中に特定子ども・子育て支援の利用の開始や終了又は利用する施設等の変更等の事由があった場合

における施設等利用費の算出方法は、その月の開所日数を基礎とした日割りによって計算することし、日割り計

算によって算出された支給上限額と実利用料を比較し、いずれか低い方の金額を支給額としている。その際、

支給上限額は 10 円未満の端数は切り捨てとし、実利用料は、実額（10 円未満の端数の切り捨てなし）としてい

る。 

今回、10 円未満の端数分の負担に係る提案については、ご提案の趣旨を踏まえ、幼児教育・保育の無償化に

関係する市町村実務を検討する会議において検討する予定である。 

また、施設等利用費は、認可外保育施設や、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファ

ミリーサポートセンター事業）（以下、「施設等」という。）など、必ずしも継続的な在園関係を前提としない施設等

も対象としているため、これらの施設等までも対象とした統一的な日数を設定することは困難であるが、例えば

一定の施設類型に限って標準日数を設定することが可能かどうか等についても、併せて検討する予定である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 75 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方版総合戦略における数値目標や KPI の設定の不要化 

 

提案団体 

岡山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方版総合戦略において、数値目標や KPI の設定を求めないよう、「地方版総合戦略策定・効果検証のための

手引き」の改訂を行う（「４．数値目標・重要業績評価指標（KPI）の設定」、「６．総合計画等と地方版総合戦略と

の関係」等） 

 

具体的な支障事例 

 地方創生推進交付金の申請に当たっては、「地方版総合戦略」、「地域再生計画」及び「事業実施計画」の３つ

の計画等を策定する必要があり、地方自治体における事務負担が過重となっている。  

 特に、地方版総合戦略については、まち・ひと・しごと創生法でその目標等を定めることが明記されているもの

の、重要業績評価指標（KPI）を記載することまでは法定されていない。 

 このため、いわゆる「総合計画」において、人口減少克服・地方創生という目的が明確であれば、数値目標や

KPI が記載されていなくとも総合計画を地方版総合戦略とみなし、同戦略の策定を省略することで、事務負担が

軽減される。 

 また、数値目標や KPI を設定するために、現状分析や今後の動向を分析することが必要となり、外部の専門

家に調査分析を依頼する必要があるなど、時間・経費・労力が必要となり、このことも自治体の負担になってい

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

類似の計画を作成する必要がなくなることで、地方自治体における過重な事務負担が解消されることにより、地

方創生をはじめ真に必要な業務に注力することができる。 

 

根拠法令等 

まち・ひと・しごと創生法第９条、第 10 条、地域再生法第５条・第 13 条、地方創生推進交付金制度要綱、地方版

総合戦略策定・効果検証のための手引き（令和元年 12 月版） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

佐倉市、柏市、横浜市、川崎市、浜松市、名古屋市、半田市、田原市、京都府、京都市、羽曳野市、高松市、高

知市、延岡市 

 

○当市においても、地方創生推進交付金の申請における計画等の策定が負担となっており、総合計画を地方

版総合戦略とみなすことができれば事務負担の軽減につながると考える。地方版総合戦略と総合計画を一体化



しやすいよう、地方版総合戦略の KPI の設定方法や効果検証の方法についても併せて見直しをしていただきた

い。 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】 

ご提案の趣旨を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにおける重要業績評価指標（ＫＰＩ）の活用状況等について調査を実施

した上で、その調査結果を基に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定する単位の在り方等、手引きの改定の要否に

ついて令和３年度中に検討し、結論を得る。 

地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（以下「手引き」という。）については、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に基づき、地方公共団体の参考となるよう留意すべき事項を示

しているものであり、策定・効果検証に当たっては、地方公共団体において、技術的な助言として活用いただい

ていると認識している。 

なお、数値目標の不要化については、定性的な目標を定めることができるよう手引きに記載していることから、

適切ではなく対応は困難である。 

【理由】 

「次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について

（通知）」（令和元年 12 月 20 日付閣副第 769 号・府地創第 118 号）等において、「本通知は、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に基づくもの」であると明記しており、あくまで技術的な助言と

して行っているものである。 

（※技術的な助言とは、地方公共団体の事務に関し、地方公共団体に対する助言として、客観的に妥当性のあ

る行為を行い又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりする通知を

発することができるとされているものである。） 

効果的なＰＤＣＡサイクルに基づく効果検証の実践においては、重要行政評価指標（ＫＰＩ）の設定は必要である

と考えているが、地方版総合戦略が第１期の開始から約７年が経過している状況を踏まえると、手引きの在り方

を見直すことも考えられる。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 88 提案区分 A 権限移譲 提案分野 04_雇用・労働 

 

提案事項（事項名） 

女性活躍推進法における一般事業主行動計画に係る状況把握事項及び定量的な目標設定事項について地域

の特性を踏まえた設定を可能とすること等 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

一般事業主が作成する女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画について、状況把握事項及び

定量的な目標設定事項を条例などで定めることができるようにすることにより、地域の特性を踏まえた当該事項

の設定を可能とするとともに、優れた取組を行う一般事業主の認定等に関する権限を広域連合に移譲すること

を求める。 

 

具体的な支障事例 

全国的に女性の就業率は上昇傾向にあるものの、関西における女性の就業率は全国平均を下回り、東京圏へ

の人口移動が続いている現況において、女性活躍推進法に基づき一般事業主が策定する一般事業主行動計

画の実効性を高める必要があるが、同計画策定指針並びに同計画において達成しようとする「女性の職業生活

における活躍に関する状況」に関する把握事項及び定量的な目標設定事項については、国が厚生労働省令及

び事業主行動計画策定指針で全国一律に策定している。一方、各職種の割合（関西においては建設業、製造

業、運搬業等が多い）や、女性の職業生活における活躍に関する状況（女性の管理職に占める割合等）は地域

により異なっているが、現行上、地方がこれらの特性を考慮した目標事項を設定することができず、地方の人材

の受け皿となる中小企業等における女性活躍の推進が効果的に図られていない。 

なお、都道府県が推進計画を策定する仕組みもあるが、これは都道府県の女性活躍の推進に関する施策につ

いての計画であり、一般事業主行動計画の内容を規定するものではない。また、関係機関により構成される協

議会の枠組みもあるが、あくまで情報を共有し協議する機関であり、一般事業主行動計画策定指針の策定や優

れた取組を行う一般事業主の認定に関する権限がない。都道府県ではなく当広域連合に権限移譲を求めること

については、関西の府県・指定都市で構成する当広域連合は、東京圏に次ぐ大都市圏であり、京阪神を中心に

府県域を越えて広がる生活・経済圏が形成されている関西圏を包含し、関西各地域の構成団体の特性を活かし

て関西共通で目標事項を設定することが可能であり、権限移譲の受け皿として適切である。あわせて、優れた

取組を行う一般事業主の認定等を一体的に行うことにより、地域での一体的・総合的な事務執行が可能と考え

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

「女性の職業生活における活躍に関する状況」に関する把握事項等を条例などで定めることができるようにする

とともに、優れた取組を行う一般事業主の認定権限等を広域連合に移譲することにより、全国一律ではなく、地

域の特性を踏まえた目標事項を含めた一般事業主行動計画の策定が可能となることから、地域における女性

の活躍を効果的に促すことが可能となり、地方への人材の定着も見込まれる。 

 

 



根拠法令等 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条、第７条、第８条、第９条、第 12 条、第 27 条 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第２条、第２

条の２ 

事業主行動計画策定指針第二部第二三(三)、別紙一 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

○一般事業主行動計画に係る状況把握事項及び目標設定事項の設定及び事業主行動計画策定指針の策定

について 

女性活躍推進法（以下「法」という。）において、一般事業主行動計画（以下「計画」という。）の策定における状況

把握・目標設定に係る法規制は、各事業主が自社の女性活躍に関する状況に応じて目標を設定し、課題に取り

組んでいくという仕組みであるが、これは、事業主の負担を考慮しつつ、事業主に業種等により多様なそれぞれ

の状況を把握し、課題分析の結果を踏まえ各社の課題の解決を図るために相応しい目標を設定してもらうこと

を両立するためのものであり、上乗せ規制を認めることは適当でなく、また、当該義務の履行に係る留意点等を

定める事業主行動計画策定指針として別の内容を地方独自に定めることも適当でない。なお、現在、状況把握

項目として、４の基礎項目及び 20 の選択把握項目を設けており、各業種の特性を勘案した状況把握項目及び

目標設定項目を設定することは十分に可能である。 

なお、都道府県推進計画等に地域の特色を踏まえた目標を定めることや、協議会において地域の目標を示すこ

とにより、前述の法規制の範囲内で、地域として事業主に働きかけることは可能であると考える。また、法律上

に規定があるのは都道府県・市町村であるが、広域連合が自主的に計画を立てる等の対応も妨げるものではな

い。 

○一般事業主の認定について 

えるぼしの認定制度は、行動計画を策定した事業主が、女性の活躍推進に関する取組を進めるためのインセン

ティブとして、取組の実施により一定水準以上の成果を上げた場合に行政庁による認定及びマークの付与（表

示独占）を与えるもの。統一的な基準で評価することにより、求職者や取引先等に対して、女性の活躍推進に関

する取組の状況が優良であることを明確化し、認定を受けた企業における優秀な人材の確保や企業イメージの

向上等につなげる制度であるため、国が全国統一の基準で認定を行う必要がある。 

また、現在も、えるぼしとは別に、都道府県が独自の取組として地域の特色を踏まえた認定基準を設け、女性活

躍を推進することは可能であり、広域連合が同様に独自の取組を行うことも可能である。例えば、現在も岩手県

や山梨県で独自の認定制度を設けている例がある。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 90 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

電子化文書の原本性の担保に係る法整備等 

 

提案団体 

長崎市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

電子化した行政文書の原本性を担保できる法整備又は技術的指針等の策定を求めるもの。 

 

具体的な支障事例 

行政事務のデジタル化を進めるにあたって、文書の電子化（取得文書の電子化を含む）の取組みは必須と考え

るが、電子化した文書、特に市民等から提出された押印付の文書の電子化（基本的にはスキャニングのうえ

PDF 化）にあたっては、電子化後のデータの原本性の確保に課題があり、電子化の支障となっている。 

この点、民間においては、e-文書法、電子帳簿保存法により、領収書等の押印付文書であっても、所定の要件

を満たす場合は、原紙を廃棄しても、原本は当該書類を電子化した保存データであることが法令により担保され

ている。 

一方で、行政文書の保存に関しては特段の規定がなく、電子文書の原本性を認めた裁判例もない状況では、少

なくとも押印のある文書については、後日原本性に係る争訟になった際の証拠書類として裁判所から原本の提

出を求められる可能性が否定できず、そのため廃棄できず保存しなければならない状況である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

電子化された行政文書を正本・原本として扱うことで、原紙（押印された申請書等の紙文書）の保管スペースが

削減できる。 

さらに、原本の提出が求められた場合、捜索時間が短縮され、行政事務の効率化に資する。 

 

根拠法令等 

公文書等の管理に関する法律第 34 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、前橋市、川崎市、横須賀市、新潟県、富山県、浜松市、豊田市、小牧市、京都市、東大阪市、兵

庫県、広島市、防府市、徳島県、徳島市、高松市、宇和島市、熊本市、宮崎県、宮崎市、小林市、沖縄県 

 

○当市では、文書の保管スペースが少なく、スペース確保に苦慮している現状にある。電子化された行政文書

を正本・原本として扱うことができれば、原紙を廃棄し、その分保管スペースを削減することができるため、制度

改正が必要だと考える。 

○当市では、現状の運用のままでは、数年後に行政文書の保管スペースが無くなることが予測されることから、

文書の電子化の取組は必須であると考えている。 



○当市においても、公文書の電子化を進めるに当たり原本性の問題が課題となっている。全国的な統一の基準

が示されていない中では、相手方の押印や署名等がある紙原本について、電子決裁文書と同一の保存年限を

取らざるを得ず、電子決裁文書と別に紙原本を保存することにより書庫の狭あい化を招くなどの課題を抱えてい

る。加えて、内閣府大臣官房公文書管理課から発出された令和３年３月 26 日付け事務連絡では、「様々なフォ

ーマットで作成された文書の長期的あるいは恒久的な保存方策については、重要な課題であると認識しており、

公文書管理委員会で検討していく。」とされており、現段階では、どのフォーマットによる保存が適切であるか等

についての具体的な基準が示されるには至っていないところである。当市では、公文書管理に PDF 以外の電子

文書ハンドリングソフトを利用しているため、今後の現用文書や歴史的公文書等の在り方を検討するに当たって

は、「電子化された公文書の保存フォーマット」について、早急に全国的な統一基準を示した上で、その選択肢

が無用に狭まることがないよう要望する。 

○当県では、令和４年４月から公文書管理システムを導入することとしており、庁内意思決定（決裁）の電子化と

ともに紙文書の電子化を推進したいと考えているが、電子化した行政文書の原本性が担保されていない状況で

は、紙文書で提出された文書も電子データとともに保存しなければならず、紙文書の電子化の推進に当たり支

障になると考える。 

○紙の行政文書であれば、経年劣化のため永久的保存が不可能であるが、電子化された行政文書であれば、

永久的保存が可能となるので、歴史的公文書の保存に資する。 

○令和３年３月 25 日付で内閣府大臣官房公文書管理課より、「紙媒体を電子媒体に変換する場合の扱い、行

政文書ファイルが紙媒体と電子媒体で混在する場合の管理の手順等」が示されており、電子行政文書化の紙媒

体の文書の扱いについても示されている。当市では、国の「書面規制、押印、対面規制の見直し」の動きを踏ま

えて、押印廃止の取組みを進めており、その１つとして、令和３年３月 31 日付で公文書管理規程を改正し、紙文

書の電子文書化に関する規定を新たに追加したところである。今後、電子文書化した後の紙文書の保管に関す

る簿冊を新たに設定するとともに、適正な管理に向けて市全体に周知を徹底する必要があると考えている。法

令等で押印が必要とされている契約書等の文書の取扱いについては、電子文書化した場合でも原本性確保の

観点から、紙文書を保存せざるを得ず、電子文書化への課題と捉えている。また、地方自治体全体の取組を促

すためには、「地方公共団地における押印見直しマニュアル」と同様、紙文書の電子文書化に関する指針等の

作成も必要である。 

○電子化後のデータの原本性の確保に課題があり、電子化の支障となっている。 

○当市においても、書類の保管スペースは年々逼迫してきていることから、電子化した行政文書の原本性に関

する技術的指針等が示されることは、問題の解決につながると考えられる。 

○検索性等の事務効率化を図るための行政事務のデジタル化促進及びひっ迫する文書保存場所の課題解消

に当たり、文書の電子化を進めていきたいと考えているが、電子化後のデータの原本性の確保に課題があり、

電子文書の原本性が示されない限り紙原本を保存し続けなければならないことから、電子化の支障となってい

る。 

○申請書や契約書など押印のある保存すべき文書が大量にあるため、書庫スペースの確保が問題となってい

る。 

 

各府省からの第１次回答 

【内閣府回答】 

民事訴訟規則（最高裁判所規則）第 143 条第２項において、「裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提

出を命じ、又は送付をさせることができる。」とされており、訴訟における原本の取扱いに関して、内閣府におい

て法令等により担保することは困難である。 

（※電子的管理に関する内閣総理大臣決定に基づき、内閣府が行った通知に沿って適切に媒体変換された行

政文書については、行政機関においては、正本として扱ってよく、紙媒体の書面に記載された事項と同一である

と推定することになると考えている。） 

＜民事訴訟規則＞ 

（文書の提出等の方法） 

 第百四十三条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 

２ 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。 

【総務省回答】 

内閣府において法務省その他の関係機関と協議の上、整理していただく必要があるものと考えており、その内

容を踏まえ適切に対応してまいりたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 101 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

公益認定等総合情報システム（PICTIS）における入力方法等の見直しを通じた事務負担軽減 

 

提案団体 

秋田県、岩手県、宮城県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

PICTIS の入力にあたって、会計システム等との連携など、過年度数値や決算書数値を法人（公益法人及び移

行法人）が直接入力することなく自動転記される仕組みに見直していただきたい。 

上記が難しい場合は、ガイドに従い決算書数値等を入力することで様式に反映されるような（源泉徴収票の数値

入力による所得税確定申告のような）仕様にしていただきたい。 

上記２点が難しい場合は、Excel 様式を改善し、過年度数値等が自動反映され、条件付き書式等により自動移

行値であることを確認できるようにしていただきたい。 

その他、入力事項の簡素化、入力事項の転記の容易化など、事務負担軽減策を講じていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

PICTIS は内閣府主導の下、全国の都道府県が導入しているシステムであり、システム上で法人からの公益認

定申請・事業報告書等を受け付け、行政庁が審査を行っている。 

システムは Excel の様式に入力したものをアップロードする形態であるが、直接入力する箇所が多いため、入力

誤りが多数生じており、行政庁の審査に要する時間が膨大なものとなっている。 

具体的には、 

・ 公益目的支出計画実施報告書別紙２の計画の額及び過年度の実績額 

・ 事業報告書別表 A(1)[収支相償]における剰余金の額 

・ 別表 C(2)[控除対象財産]における過年度帳簿価額 

・ 別表 H(1)[公益目的財産残額]における前事業年度の末日の公益目的増減差額 

等については、過年度数値をそのまま反映すべき欄であるにもかかわらず、自動で引用されず直接入力である

ことから、入力誤りが多発しており、行政庁における過年度数値との突合、補正依頼等に要する事務負担が大

きくなっている。 

また、これ以外の欄についても、基本的に決算書の数値をそのまま反映すべきものが多いが、その入力欄が多

いため、法人側の入力や担当者が交代した際の引き継ぎ、行政庁側の確認作業に係る負担が大きくなってい

る。 

システムにおいては、データ流用機能の利用により過去に提出した報告等の情報を流用したオフライン様式を

ダウンロードすることもできるとされているが、年度の更新に伴う数値の移行は行われず、法人の担当者は手動

で数値を移行しなければならないことから、入力誤りが生じる可能性があるため、結局、行政庁における過年度

数値等との突合が必要となり、事務負担は解消されない。 

入力値に誤りがあった場合、行政庁では修正ができず、必ず法人に補正依頼することが必要となるため、修正

作業も大きな負担である。 

法人数及び年間の取扱件数は、当県においては約 140 であり、全国では約 13,000 となるが、その全ての報告

について、限られた人員で膨大な確認・修正作業を行わなければならず、大変な事務負担となっている。 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

過年度数値や決算書数値等が自動転記され、直接入力する必要がなくなることにより、法人担当者の入力負担

が大きく軽減される。また、行政庁が確認すべき項目が大幅に削減され、事務の円滑化が図られる。 

 

根拠法令等 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）第 22 条、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 127 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

茨城県、栃木県、神奈川県、徳島県、宮崎県、沖縄県 

 

○最低限の仕様として、前年度の報告書様式の数値を転記する欄は、前年度提出様式から自動的に転記され

た状態から入力が開始できるよう改修すべきと考える。 

○提案のとおり自動転記される仕組み等が採用されると、法人の入力作業や行政庁の審査作業の効率化が見

込まれ、また、法人の入力誤り等も減少することが見込まれる。 

 

各府省からの第１次回答 

公益認定等総合情報システムは、現在、更改時期を迎えているため、御要望については次期システムの構想の

中で検討していきたい。ただし、御要望の実現に当たっては以下のような技術的な課題、昨今の厳しい財政事

情に留意が必要と思料。 

・当該システムには、申請・届出様式に過去の任意の申請・届出情報を転記する機能（以下、「既存データ流用」

という。）を備えているが、既存データ流用に用いる情報は前年度の情報とは限らないため、流用元及び流用先

の年度を考慮した処理が必要となる。 

・過去の申請情報に年度や年号、年月日の誤りが多ため、正常に転記されない場合が想定される。また、この

場合は過誤が原因であるため、法人にはシステムの問題にしか見えず、余計な混乱が生じるおそれがある。 

・事業年度を変更する法人もあり、同年度の申請情報が複数存在することになり、複雑な例外処理及び履歴管

理が必要となる。 

以上の状況から、実現に当たっては相応の費用が新たに発生することも想定されるため、現在、都道府県には

当該システムの運用経費を分担いただいているが、場合により本要望に掛かる開発経費についても所管法人

数に応じて各都道府県に分担をいただくことも含め、都道府県と相談しつつ検討を進めることとしたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 111 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

ＤＶ等支援措置のうち地方税での措置の周知及び住民基本台帳情報の調査時における支援措置情報の提供 

 

提案団体 

北広島市、船橋市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、警察庁、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

ＤＶ等支援措置のうち地方税での措置の周知及び情報提供ネットワークシステムを通じて閲覧ができる住民基

本台帳情報と併せてＤＶ等支援措置の有無を識別できるようにすること。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ＤＶ等の被害者の保護がより確実になるなど、更なる被害の防止に寄与する。 

 

根拠法令等 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための適

正な事務執行の徹底について（周知）（令和元年６月 27 日付け総務省自治税務局企画課事務連絡） 

住民基本台帳事務処理要領５－10 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、いわき市、東海村、桐生市、八王子市、川崎市、長野県、中野市、豊橋市、田原市、枚方市、兵庫県、

出雲市、府中町、香川県、宇和島市、久留米市 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

ＤＶ等被害者の保護は重要であると認識しており、ご提案のような事例について、どのような対応が考えられる

か検討してまいりたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 114 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

保育所等における居室面積基準の緩和特例措置に係る期限の廃止 

 

提案団体 

大阪市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

保育所及び幼保連携型認定こども園における乳児室やほふく室、保育室、遊戯室の居室面積に係る基準につ

いて、市町村が柔軟に待機児童対策に取り組めるよう、待機児童数等の一定要件の下で認められている「面積

基準を標準に緩和する特例」（以下、「面積基準緩和特例措置」という。）に係る期限の廃止を求める。なお、廃

止が難しい場合は、期限の延長を求める。 

 

具体的な支障事例 

第一次及び第八次地方分権一括法等により設けられた保育所や幼保連携型認定こども園における乳児室やほ

ふく室、保育室、遊戯室の面積基準緩和特例措置は、令和５年３月 31 日で期限を迎える。 

当市では、当該特例を活用し暫定的に児童を受け入れながら（※）、あわせて待機児童解消のための施設整備

等を進めてきており、平成 30 年度～令和２年度において、新たに 6,339 人の入所枠を整備したものの、令和３

年４月１日現在においても、なお保育所等に入所できなかった利用保留児童数は 2,361 人（うち待機児童は 14

人） 存在している。待機児童対策を短期間で実施することは困難であることを考慮せず、仮に、当該特例措置

が期限を迎え廃止されるということであれば、当該特例の期限までに順次認可定員を減少させていく必要があ

り、その結果、当該特例を適用して入所している児童が退所を余儀なくされるとともに、待機児童が急増すること

となる。また、当該特例の廃止に備え、認可定員の減少や施設整備等の予算措置等を行うこととなれば、前もっ

て準備を進めていく必要があることから、令和５年３月 31 日の期限を考えると、期限の延長については令和３年

度中に議論いただく必要があると考えている。  

（※） 当市の本来の基準では、保育所等の居室面積基準は０歳児１人あたり５㎡、１歳児１人あたり 3.3 ㎡、２歳

児以上児１人あたり 1.98 ㎡としており、特に０歳児は国基準より手厚い基準としているが、待機児童数も含めた

利用保留児童数が多数存在することから、１人でも多くの児童が入所できるよう、やむを得ず当該特例措置を適

用し、全ての年齢において一人あたり 1.65 ㎡という基準を設定しているものである。なお、特例の適用にあたっ

ては、児童が安全・安心に過ごせる環境であることを確認したうえで実施している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

対策を講じた上でもなお待機児童が発生している現状に鑑み、当該特例措置の期限を廃止（または延長）する

ことにより、少なくとも現時点で当該特例措置により入所が可能となっている児童を退所させる必要がなくなると

ともに、今後も高い保育ニーズに応えながら柔軟に待機児童対策に取り組むことが可能となる。 

 

根拠法令等 

【保育所】 

児童福祉法第 45 条第２項  



児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 32 条 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第４条 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施

行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第４条 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条

の基準を定める省令 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条

の厚生労働大臣が指定する地域（厚生労働省告示） 

【幼保連携型認定こども園】 

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 13 条第２項、附則第２項 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第７条第６項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令附則第２項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則附則第３条 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定す

る地域（内閣府・文部科学省・厚生労働省告示） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、長野県、大阪府 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

御指摘の特例措置については、待機児童解消に資する一時的な措置であり、その期限を廃止して恒久的な措

置とするといったことは困難であるが、前々年の待機児童数等に基づいて適用対象となる地域を定めているも

のであることから、現在令和５年３月までとしている期限の延長については、まずは本年秋頃に公表する予定

の、令和３年４月時点の待機児童数等を踏まえ検討してまいりたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 115 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

保育所・認定こども園の分園における休けい保育士、標準時間対応保育士及び主幹保育教諭代替職員の配置

基準の緩和 

 

提案団体 

大阪市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

保育所及び認定こども園において、法令上定められる職員の年齢別配置基準とは別に、公定価格の基本単価

に含まれ、充足が求められる休けい保育士、標準時間対応保育士及び主幹保育教諭代替職員について、保育

所及び認定こども園の分園においては、分園が本園の近隣にある場合等は配置を任意とすることを求める。 

また、配置した場合の人件費等の経費については、公定価格の加算により手当てすることを求める。 

 

具体的な支障事例 

子ども・子育て支援新制度において、保育所及び認定こども園の本園、分園それぞれについて、法令上定めら

れる職員の年齢別配置基準とは別に、公定価格の基本単価に含まれるものとして、休けい保育士、標準時間対

応保育士及び主幹保育教諭代替職員（以下、「休けい保育士等」という。）の配置が必要とされ、市町村は指導

監査等を通じてその配置状況を把握することとされている。 

休けい保育士等の配置は旧制度のもとでは必要とされていなかったものであり、新制度移行後においても、分

園が本園の近隣（隣地や道を挟んで向かい側、歩いて数分の場所等）にある場合等は、本園と分園が緊密な連

携のもと一体的に運営されており、本園の休けい保育士及び標準時間対応保育士が分園における同様の役割

を兼ねることができ、また、本園の専任の主幹保育教諭が分園を含めた園全体の保育計画の立案等を行うた

め、分園独自に休けい保育士等を配置する必要性は乏しいと考える。 

保育士の確保が困難な状況の中、必要性の乏しい分園にまで休けい保育士等の配置が求められることにより、

新たに分園を開設して、より多くの児童等を受け入れようとする動きが妨げられるとともに、十分な保育士を確保

できなかった保育所等による分園の廃止が進んでいる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

分園が本園の近隣にある場合等において、必要性が乏しい休けい保育士、標準時間対応保育士及び主幹保育

教諭専任代替職員の配置を任意とすることで、保育士確保が困難な状況のなかで、新たな分園の開設や既存

の分園の維持がしやすくなり、低年齢児を中心とした入所定員の確保と待機児童の解消に寄与する。 

 

根拠法令等 

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」別紙２「Ⅱ-1-

(2)」、別紙３「Ⅱ-1-(2)」 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

前橋市、横浜市、吹田市、熊本市 

 

○当市においても、休けい保育士・標準時間対応保育士の配置に苦慮し分園の廃止も視野に入れている施設

が存在する。本園と分園を一体化した運営が可能である施設にとって、年齢別配置基準以外で保育士を配置し

なければならないという現在の基準は負担になっていると考える。 

○当市では、本園と分園それぞれの職員配置状況を把握できていないため、本園・分園それぞれに休けい保育

士等の配置ができていない可能性がある。（対象 2 施設） 

〇現配置状況以上の保育士等が必要となる施設が出てくることが考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

職員の休憩時間の確保や 11 時間開所に対応するためには、年齢別配置基準により算定される職員とは別に

追加的な職員が必要となることから、公定価格では基本分単価において年齢別配置基準とは別に休けい保育

士や保育標準時間認定に係る保育士の人件費を措置し、配置を求めているものであり、この趣旨を踏まえれ

ば、分園での配置を任意とすることや加算化することは適当ではない。 

主幹保育教諭等代替職員については、設備運営基準において認定こども園は子育て支援事業を行うことが義

務となっていることから、公定価格の基本分単価において主幹保育教諭等を地域の子育て支援活動等の業務

に専任させるための代替職員の人件費を本園と分園でそれぞれ措置し、配置を求めているものであり、分園で

の配置を任意とすることや加算化することは適当ではない。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 118 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額算定事務等に係る地方税情報のマイナンバー制度における情報

連携項目の追加 

 

提案団体 

高知市、郡山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

教育・保育給付認定、施設等利用給付認定及び副食費補足給付事業に関する事務手続において対象児童の

父母及び扶養義務者の住民税課税情報のうち、地方税情報の「給与収入額」「公的年金等収入額」「本人該当

区分（同一生計内配偶者、控除対象障害者、控除対象寡婦・ひとり親、控除対象勤労学生、扶養控除対象、16

歳未満扶養親族）」をマイナンバー制度において情報連携できるようにしていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

教育・保育給付認定、施設等利用給付認定及び副食費補足給付事業に関する事務手続において対象者の住

民税課税情報をマイナンバー制度において情報連携を行う際、現行のデータ標準レイアウトで取得できる項目

では必要な情報が不足しており、以下のケースにおいて住民から課税証明書の提出を求めている。 

①照会対象者が同一生計内配偶者(控除対象配偶者を含む)又は各種扶養控除対象者だった場合 

②祖父母等と同居しており、父母のみで家計の主宰者として認めるための基準額以上の収入があるかを判定

する必要がある場合 

なお、課税証明書の提出を求める理由は、①のケースについては申告がない者と全く同じ内容で情報が返って

くるので申告がないかを確定できないため、②のケースについては収入に関する内容が取得できず、判定でき

ないためである。家計の主宰者の判定については自治体ごとで基準が異なるが住民税課税情報の中で判定に

利用する情報は所得に関する情報（合計所得金額等、合計所得金額）又は収入に関する情報であり、所得に関

する情報は現時点で連携可能であるため、収入に関する情報の追加が必要である。 

上記①及び②に該当するケースは、当市においてマイナンバー制度における情報連携を行う者の約３割に該当

し、マイナンバー制度における情報連携の結果確認の際に上記①・②に該当しないか判定する手順が発生し事

務の効率がかえって下がっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住民にとっては、課税証明書の取得に係る手数料の負担やその取得に係る手続きがなくなるため、住民サービ

スや利便性の向上につながる。 

また、市町村にとっては、番号連携による照会により業務を完結できるようになるため、事務が効率的に行える

ようになる。 

さらに、住民から番号連携による情報照会を行っているのに情報が取得できないことに対する説明を求められる

こともなくなるため、マイナンバーの利便性を住民により一層アピールすることが可能となると考える。 

 

 

 



根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第７号、別表第二の 116、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第 59 条の２の２、子ども・子育て支援法第 27 条第３項第２号、第 28 条第２項、第 29

条第３項第 2 号、第 30 条第２項、第 30 条の４、第 59 条第３項ロ、子ども・子育て支援法施行令第４条～第６

条、第９条～第 14 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、水戸市、富津市、横浜市、川崎市、中野市、刈谷市、吹田市、たつの市、和歌山市、高松市、宮崎市 

 

○配偶者控除の情報が確認できるのであれば、未申告の配偶者に所得課税証明書の提示を求めなくてよくな

る。 

○照会対象者が各種控除対象者だった場合、未申告者との判別が不可能なため、照会先自治体に公文書によ

る公用請求を行っている。 

そのため、保育料算定に時間を要するケースが散見されることから、効率的な業務運用と利用者の利便性の向

上のため制度改正が望ましいと考える。 

○当市においても、提案における具体的な支障事例①照会対象者が同一生計内配偶者（控除対象配偶者を含

む）又は各種控除配偶者だった場合、申告がない者と全く同じ内容で情報が返ってくるので申告がないかどうか

を確認ができないため、課税証明書の提出を求めています。情報連携が可能となることで、教育・保育給付認定

申請者及び市町村の負担軽減に繋がると考える。 

○照会対象者が被扶養者である場合、(非)課税証明書（多くの自治体では所得の記載はないもの）が発行され

ているため、マイナンバー連携結果と課税証明書で税情報に差異がある状況である。市民税について「未申告」

である場合には、自治体向け FAQ（第 19 版 R3.４.28）項番 146 に基づき、最も高い階層区分に決定することが

適当という認識である。（当市による取扱い）マイナンバー連携による結果が未申告となることから負担区分をい

ったん最高階層で設定せざるを得ない（運用上、利用料決定通知前に挙証資料を提出していただく時間を取れ

ない）。利用料通知後、挙証資料の提出があれば遡及対応を行うが、提出がない場合、市民はマイナンバーを

提出し税額調査に協力しているにも関わらず、最高階層の負担区分で利用料をお支払いいただくことになってし

まう。また、利用料決定通知は給付認定保護者に対して行うが、給付認定保護者がその配偶者の市民税額を

把握していない場合も想定される。その場合は挙証資料が提出されず、利用料の更生ができない（保護者として

はマイナンバーによる税額調査が行われている前提のため、配偶者が稼いでいるから利用料が高いと勘違いし

てしまう等のケースが想定される）。マイナンバーと非課税証明書による差異があるということは、市民の理解が

得づらく、税額調査をされたにも関わらず、最高階層となることは誤った負担区分を設定されていると認識されて

しまう。 

○結果として不要となる費用を申請者に負担させることになるため、一括で情報連携できるようにしていただき

たい。 

 

各府省からの第１次回答 

地方税法等に基づく税情報に係る情報連携については、連携する情報に関して、全国統一で当該情報を必要と

する明確な根拠が必要とされており、かつ、当該連携情報により必要な情報を得られることが明白である必要が

ある。 

①の「同一生計内配偶者」については、地方税情報上本人該当区分が同一生計内配偶者に該当したとしても、

当該事由をもって税の未申告者ではなく市町村民税非課税者であることは確定できないため、「同一生計内配

偶者」は、具体的な支障事例に示されている、未申告者か市町村民税非課税者かの判別のために必要な情報

が得られるとは限らない。 

②の父母等の収入に関する情報については、利用者負担額の算定対象になるか否かの判定に必要な「総所得

金額等」及び「合計所得金額」の項目は設定しており、新たな項目の追加を要する明確な根拠がない。また、家

計の主宰者については、各自治体の実情に応じて判断いただくこととしており、全国統一で必要な情報が特定

できないため、連携項目として設定することは困難である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 120 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方版総合戦略に求める要件等の簡素化など、同戦略の在り方の見直し 

 

提案団体 

京都市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

 地方自治体の限られた人員、資源等を効率的に配分、活用するに当たっては、まち・ひと・しごと創生法に基づ

く地方版総合戦略に求める要件等（KPI の設定、毎年の外部有識者の評価を含めた進捗管理等）の簡素化な

ど、地方版総合戦略の在り方を地方自治体の実情等を踏まえて見直していただきたい。 

 具体的には、「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」p.9～p.12 において、基本目標及び各施策

ごとに KPI を設定することが求められており、KPI の数が課題になる。加えて、原則としてアウトプットではなく、

アウトカムによる 

 

具体的な支障事例 

 まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略の策定は努力義務とされているものの、地方創生推進交付

金や企業版ふるさと納税などの地域再生法に基づく国の財政支援措置を活用するに当たっては、同戦略を策定

していることが求められる。 

 当市においては、公債償還基金の計画外の取崩しや新たな市債の発行などにより、不足する財源を補てんし

ており、令和元年には財政調整基金が底をつきた状況にある。このように緊迫する自治体財政の中において、

地方創生に取り組むに当たっては、国の財政支援を活用する必要性は高く、同戦略の策定は実質的に策定の

義務として地方自治体に課されている状況にあるが、計画策定に当たってもそのための経費と人員、労力といっ

たコストを要しており、これらが大きな負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

計画策定に向けた行政運営の効率化等が図られ、地方自治体の負担軽減等につながる。 

 

根拠法令等 

・地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第１号及び第 13 条 

・地方創生推進交付金制度要綱（平成 28 年４月 20 日付け府地事第 16 号、28 農振第４号国総政第１号、環廃

対発第 1604201 号）第３、第 11 及び第 12 

・まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第９条、第 10 条 

・第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020 改訂版） 

・地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和元年 12 月版） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

柏市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、半田市、田原市、京都府、羽曳野市、鳥取県、高松市、高知市、



延岡市 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】 

ご提案の趣旨を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにおける重要業績評価指標（ＫＰＩ）の活用状況や外部有識者の参画に

よる効果検証の実施状況等について調査を実施した上で、その調査結果を基に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を

設定する単位など手引きの在り方について令和３年度中に検討し、結論を得る。 

地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（以下「手引き」という。）については、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に基づき、地方公共団体の参考となるよう留意すべき事項を示

しているものであり、策定・効果検証に当たっては、地方公共団体において、技術的な助言として活用いただい

ていると認識している。 

なお、現行の手引きにおいては、例えば、外部有識者を含む検証機関による効果検証を定期的に行うことが重

要であるとしており、毎年の外部有識者の参画による効果検証を求めているものではない。 

【理由】 

「次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について

（通知）」（令和元年 12 月 20 日付閣副第 769 号・府地創第 118 号）等において、「本通知は、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に基づくもの」であると明記しており、あくまで技術的な助言と

して行っているものである。 

（※技術的な助言とは、地方公共団体の事務に関し、地方公共団体に対する助言として、客観的に妥当性のあ

る行為を行い又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりする通知を

発することができるとされているものである。） 

効果的なＰＤＣＡサイクルに基づく効果検証の実践においては、重要行政評価指標（ＫＰＩ）の設定は必要であり、

外部有識者の参画は重要であると考えているが、地方版総合戦略が第１期の開始から約７年が経過している状

況を踏まえると、手引きの在り方を見直すことも考えられる。 

なお、手引きでは、「地方版総合戦略としての内容を備えているような場合には、総合計画等と総合戦略を一つ

のものとして策定することは可能」であると明記している。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 126 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

北方領土問題等に関する国又は都道府県への請願における電子署名の取扱いの明確化 

 

提案団体 

北海道 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

当団体では、これまで北方領土問題等に関する取組として、総理大臣等に対して要請書等を提出する請願を行

っている。 

近年、技術的にはインターネットによる署名も可能となっているが、国又は都道府県への請願に際して、インター

ネットにより収集した署名（以下「電子署名」という。）の添付の可否や署名者の本人確認など、その取扱いが明

確化されていないため、通知等において明確化されたい。 

 

具体的な支障事例 

【提案の背景】 

当団体は、北方領土返還要求署名活動団体として、市町村や民間団体と連携してイベント等において対面で募

っているが、新型コロナウイルス感染症の影響による署名機会の減少に伴い、署名実績は大きく減少している。 

今後、北方領土返還要求運動への関心を高め、国民世論の結集と高揚を図るためには、若年層を中心とした

各世代が参加しやすい環境づくりが必要である。 

また、国はデジタル化社会の形成を推進しており、インターネット等を活用した取組を一層強化する必要がある。 

【支障事例】 

インターネットを利用した署名活動は、デジタル化社会の形成に対応した北方領土問題への国民的な関心の高

まりや、北方領土返還要求運動への参加促進策として高い効果が期待できる一方で、国又は都道府県への請

願に際し、電子署名により作成した請願書と一体となった署名簿の添付の可否や、署名者の本人確認など、電

子署名の取扱いやその要件等が明確化されておらず、行政府における統一した請願事務の処理やデジタルガ

バメントの実現に向けた新たな取組の妨げとなっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【署名の本人確認に係る懸念の解決策】 

上記支障の解消のため、請願に係る電子署名の取扱いやその要件等を通知等により明確化し、国や都道府県

における事務処理の統一化を図る。なお、電子署名による署名簿の添付が可能となる場合、なりすまし等の懸

念については、本人確認等（ＩＤ／パスワードの登録など）を行うことにより、国が求める押印原則等の見直しに

沿った対応が可能であると考える。 

【制度の導入による効果】 

次の点から、住民の利便性の向上のほか、国の重点施策と連携した高い効果が期待できる。 

(1) 新たな手法による署名機会の確保 

現在の自筆による署名簿に加えて、新たに電子署名による署名簿の提出が可能となることにより、イベント等に

依存せず、いつでも、どこでも、誰でもが署名に参加できる環境が確保される。 

(2) 若年層の北方領土返還要求運動の参加促進 



デジタル機器に馴染んでいる多くの若者に対し、返還要求運動に参加しやすい環境が提供でき、内閣府北方対

策本部の令和３年度最重点課題である「若年層と元島民後継者等の次世代融合による新次元での返還運動の

展開」など、国の方向性とも合致する。 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策 

インターネットを活用した非接触による安全な署名が可能となる。 

 

根拠法令等 

請願法（昭和 22 年法律第 13 号）第２条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

名古屋市、岡山県、宇和島市、沖縄県 

 

○北方領土問題にかかる署名については、従来街頭啓発活動等において募っているが、コロナ禍においては

対面での署名活動は難しくなっている。そのため、新たな手法として電子署名を活用することは有意義なものと

考える。 

 

各府省からの第１次回答 

北方領土問題に関する請願を含めて、請願法に基づく官公署に対する請願については、請願者や請願内容に

賛同する者（署名者）の自署や押印は必要ありません。したがって、電子署名等を行った方の氏名を請願書に

請願者として記載することは、現行制度上も可能となっていますし、請願書に関連する資料として、当該請願書

の内容に賛同する方の電子署名等をまとめたものを請願書に添付いただくことも可能です。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 133 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生推進交付金実施計画及び地域再生計画に係る事務の見直し 

 

提案団体 

岡山県、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方創生推進交付金実施計画及び地域再生計画について、①重複事項の省略化②窓口の一本化を求める。 

 

具体的な支障事例 

①重複事項の省略化 

・実施計画及び地域再生計画の記載事項において、主な項目（目標、目指す将来像、全体の概要、事業の内

容、KPI、事業が先導的であると認められる理由、評価の方法等）はほぼ重複している。作成支援ツールが配布

されているが、適切な記載になっているかの確認や、ツールで記載できない部分の記入（対象区域、評価方法

等）が必要となる。また、２年目以降の変更の場合はツールが使用できず、作業が必要となる。 

②窓口の一本化 

実施計画、地域再生計画はどちらも内閣府所管であるが、窓口が異なることから、片方で修正指示があった場

合、もう片方で整合性を図るための修正作業や差戻しが発生している。例えば、実施計画に修正があった場

合、再生計画の修正作業が必要だが、実施計画の窓口と再生計画の窓口にそれぞれ連絡し、内容説明をし

て、それぞれが設定する締切りや様式に対応する必要がある。また、実施計画が不採択となった場合、再生計

画は自動で不採択とはならず取下げの手続きが必要であり、こうした一連の業務に対し職員の負担がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①重複する事項を省略できるようそれぞれの計画を精査することで、事務負担の軽減を図ることができる。 

②実施計画と地域再生計画の窓口を統一し、同一内容記載部分については、片方の修正が自動で片方に反映

できる仕組みとすることにより、２回必要な申請を１回にまとめることができ、事務負担の軽減を図ることができ

る。 

 

根拠法令等 

・地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第 13 条 

・地域再生法施行令（平成 17 年政令第 115 号）第９条 

・地域再生基本方針（平成 17 年４月 22 日閣議決定） 

・地方創生推進交付金制度要綱（平成 28 年４月 20 日付け府地事第 16 号内閣府事務次 

官通知、28 農振第 45 号農林水産事務次官通知、国総政第１号国土交通事務次官通知、環廃対発第 1604201 

号環境事務次官通知） 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、仙台市、柏市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟県、山梨県、長野県、浜松市、名古屋市、半田市、西

尾市、田原市、京都府、京都市、城陽市、大阪府、高松市、高知県、高知市、久留米市、糸島市、長崎県、熊本

市、大分県、宮崎県、延岡市 

 

○推進交付金事業の変更に当たり、手続等について内閣府の推進交付金担当及び地域再生計画担当に問い

合わせたところ、各担当で異なった回答であったこと等により、変更手続を行う時期が遅れる事例があった。 

○当団体では、作成支援ツールについて、KPI の記載部分意向が、エラーで正しく反映されず、ツールが利用で

きなかったため、作業が必要となった。記載内容が、ほぼ重複している以上、ツール等で解決するのではなく、

重複記載部分を省略することで省力化を図ることができる。 

○当市においても、地方創生推進交付金に係る業務において、実施計画及び地域再生計画をそれぞれ作成す

る必要があるため、職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職員の負担が軽減さ

れると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

１．重複事項の省略化 

【回答】提案のご趣旨を踏まえ、地域再生計画（以下「再生計画」という。）と地方創生推進交付金実施計画（以

下「実施計画」という。）との間で記載内容が共通する箇所に関する記載内容のあり方について、令和３年度中

に、地方公共団体の事務負担の軽減を図る観点から簡素化を図ることができないか検討を行い、結論を得る。 

なお、再生計画及び実施計画への記載そのものを省略することは適切でなく対応困難である。 

【理由】再生計画は地域再生法に基づき作成・提出するもの。実施計画は補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（以下「補助金適正化法」という。）に基づき作成・提出するもの。両計画は目的や性質の異なる別

の計画であることから、記載事項の省略は困難である。 

再生計画は地方公共団体が実施する事業及び当該事業を推進するために活用する支援措置を明らかにした計

画であり、具体的な事業の内容や事業の推進のために活用する支援措置等を盛り込んだ再生計画を、内閣総

理大臣が認定するもの。 

認定された再生計画（認定再生計画）に記載されている事業に対し地方創生推進交付金を交付することができ

る。交付決定を行うためには、補助金適正化法に基づく申請書の一部である実施計画において、補助事業等の

目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載する必要があり（補助金適正化法５条）、実

施計画に記載されている当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどう

か、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等の審査を行う必要がある（補助金適正化法６条）。 

したがって、記載事項が重複している部分はあるものの、両計画において各々必要な事項であるため省略する

ことは困難である。 

一方、地方公共団体の事務負担軽減を図るために、再生計画の作成については、平成 29 年度以降、実施計

画との記載内容の共通化を進めるとともに、「「地方創生推進交付金のあり方に関する検討会」最終取りまとめ」

（令和元年 5 月 23 日公表）も踏まえ、令和２年からは、実施計画と記載内容が共通化する部分について自動転

記する地域再生計画作成支援ツールを地方公共団体に配付している。 

また、再生計画の認定申請に当たって必要となる添付書類についても、簡素化・不要化を図る等の運用改善を

行っているところであり、変更案件の提出書類については、第 55 回認定（令和２年１月申請分）以降、新旧対照

表の提出を不要としている。 

２．窓口の一本化 

【回答】提案のご趣旨を踏まえ、再生計画と実施計画の申請先の一元化や両計画の審査担当の相互の連携の

あり方等について、再生計画の申請の取下げ手続きを含め、令和３年度中に検討を行い、結論を得る。 

なお、実施計画申請期間終了後における実施計画の修正に伴う再生計画の修正については、内閣府において

把握する限り、殆ど発生していないと承知しているところ（地域再生計画申請期間終了後に地域再生計画の修

正が生じた場合の実施計画の修正においても同様）。 

【補足】再生計画及び実施計画は、制度的位置づけが異なるものであり、各々、適正に審査を行う必要があるこ

とから、それぞれの計画の審査につき体制を設け、円滑かつ効率的に事務を行っている。窓口の一本化（審査

事務の一元化）を行うことで、かえって審査期間の長期化や交付決定の遅れにつながりかねないが、再生計画

と実施計画の申請先の一元化や両計画の審査担当の相互の連携のあり方等については要望の趣旨を踏まえ

検討したい。 

地方創生推進交付金は、年間約 2,000 件程度の申請がある中、地方公共団体の事業遂行をできる限り長期間

確保する点に留意し、限られた時間・人員の下で再生計画及び実施計画についての適正な審査に当たっている



ところ。 

（１）申請期間終了後の差し替え等について 

再生計画は、申請期間終了後も、主に誤記載や体裁の不備など修正の必要があるものについて差し替えを認

めている。 

実施計画は、申請期間終了後は、原則差し替えを認めていないものの、事業内容の審査に至らないような明ら

かな誤記載等については例外的に差し替えを認めている。 

（２）不採択後の取下げについて 

再生計画は地方公共団体から申請されているものであることから、実施計画が不採択となったことを踏まえて再

生計画の申請を取り下げるか否かは、申請者（地方公共団体）の意思による。なお、取下げに関する手続につ

いては、特段書面による事務手続を求めておらず、メールにて取り下げる旨を報告いただく運用としている。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 134 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生推進交付金実施計画に係るスケジュールの見直し 

 

提案団体 

岡山県、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方創生推進交付金実施計画について、①事前相談期限から提出までのスケジュールの見直し②交付金採択

の内示期間の見直しを求める。 

 

具体的な支障事例 

①事前相談期限から提出までのスケジュール見直し 

・令和３年度分の場合、実施計画の事前相談受付期間は令和２年 12 月 22 日から令和３年１月８日となってい

るが、期間内に送付した実施計画案に対する内閣府からの回答（コメント）は１月 19 日までを目途に行うこととさ

れていた。 

・内閣府の回答を踏まえて、計画の修正や事業の見直しを行い、実施計画を提出することになるが、提出期間

は１月 20 日から１月 22 日となっており、内閣府の回答が遅くなると提出期間までの期間が短くなる。仮に１月

19 日に内閣府の回答があった場合、修正ができる期間は実質１日しかない。また、事前相談を踏まえた修正依

頼のほとんどが、語句の訂正ではなく、内容に踏み込んだ依頼となるため、作業としては、実施計画書全般の見

直しとなり、負担となっている。 

・その他にも、実施計画に修正が発生した場合、短期間で地域再生計画も修正しなくてはならず、負担が大きく

なっている。（地域再生計画提出期限（令和３年度の場合 1／22）以降は、地域再生計画は修正できないため。） 

②交付金採択の内示期間の見直し 

・実施計画の交付金採択の内示は３月下旬を予定されているところだが、当県にその内示の連絡があったの

は、令和３年３月 30 日午後３時であった。そのため、市町村への通知を３月 31 日、さらに関係者への周知はそ

れ以降となり、事業が開始できる時期が遅れ、事業ができる期間にタイムロスが発生することとなった。また、仮

に人事異動により担当者が変わる場合、よりタイムロスが発生するものと思われる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①事前相談期限から提出までの期間を十分確保できることになれば、検討時間をより確保することができ、より

良い実施計画を作成することができるようになる。 

②交付金採択の内示の情報提供を遅くとも３月 25 日までにしていただければ、事業期間のタイムロスが発生す

ることが少なくなる。これにより、関係者のミーティングなどの事前準備等を採択前に行うことができ、採択後の

スムーズな事業開始につなげることができる。また、事業が不採択となる場合も、情報が事前にあれば、自治体

独自で行う代替事業の検討をすることもでき、実施計画の事業の一部を活かし、地域活性化につなげることが

できる。 

 

 

 



根拠法令等 

地域再生法第 5 条及び 13 条 

・地域再生法施行令９条 

・地方創生推進交付金制度要綱（平成 28 年４月 20 日付け府地事第 16 号内閣府事務次官通知、28 農振第

45 号農林水産事務次官通知、国総政第１号国土交通事務次官通知、環廃対発第 1604201 号環境事務次官通

知） 

・令和３年度地方創生推進交付金（先駆タイプ、横展開タイプ、Society5.0 タイプ）に係る実施計画等の作成及び

提出について（令和２年 12 月 22 日 内閣府地方創生推進事務局） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、千葉県、柏市、横浜市、川崎市、相模原市、山梨県、長野県、浜松市、名古屋市、半田市、西尾市、田

原市、滋賀県、京都府、京都市、城陽市、兵庫県、高松市、高知県、高知市、福岡県、久留米市、長崎県、熊本

市、大分県、宮崎県、延岡市 

 

○②内示から事業開始の４月１日までの期間がないことから、不採択となった場合の検討や議会との調整など

が難しく課題となっている。（近年、不採択はないため実際の支障とまではなっていない） 

○実施計画作成に係る事務連絡（R2.12.22）から、事前相談受付期日(R3.1.8)までの期間が短く、運用変更に対

応するため、年末年始期間に出勤し、作業せざるを得なくなっている。また、相談を行っても、受付期間が迫るに

つれ、国も作業期間がなく、具体的な相談とはならなくなっている。運用の変更点等について事前に連絡をいた

だくか、スケジュールをもう少しゆとりのあるものにしてほしい。 

○当市においても、地方創生推進交付金に係る業務において、実施計画の作成や内示を受けて行う事務処理

に確保できる期間が短いことにより、職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職

員の負担が軽減されると考えられる。 

○提案団体指摘のとおり、事前相談に対する回答から実施計画の提出までは数日しかなく、事前相談期限から

提出までの期間を十分確保していただければ、より充実した実施計画の作成につながると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

１．事前相談期限から提出までのスケジュールの見直し 

【回答】年度当初の交付決定に向けてタイトなスケジュールで審査を行っているため、大幅な変更は困難である

が、事前相談期限と申請開始時期のあり方について変更できないか、今年度中に検討し、結論を得る。 

【理由等】年度当初の交付決定に向けてタイトなスケジュールで審査を行っているため。 

まずもって、年度当初の交付決定については、平成 29 年度の地方分権改革に関する提案募集や複数の地方

公共団体からの提案において、年度当初からの事業着手を可能とすることについて求められたことから、スケジ

ュールを前倒しし、地方公共団体による年度当初の事業着手を前提とした申請期間及び審査期間を設定してい

ることにご留意いただきたい。また、新年度予算案が決定する閣議決定（令和３年度第１回は 12 月下旬）後の

事務連絡の発出から、交付決定（令和３年度第１回は４月１日）までの審査等については、タイトなスケジュール

となっていることについても、ご理解いただきたい。 

また、内閣府においては、地方創生推進交付金事業の設計に係る相談を年度を通して受け付けている。特に、

次年度に係る申請に関しては、秋に個別の相談会を設けるなど伴走支援を行っており、申請期間に近接した時

期に事前相談が集中することのないよう、手立てを講じているところでもある。 

なお、地域再生計画については、申請期間終了後においても、当該計画の差替えについて対応しているところ

である。 

２．交付金採択の内示期間の見直し 

【回答】内示時期の前倒しを行うことは困難であるが、交付決定時期を変更する必要があるかどうかにつき、地

方公共団体の意見を聴取したうえで、今年度中にその要否・可否について検討し、結論を得る。 

【理由】内示（採択事業の公表）は新年度予算の国会での成立を受けて可及的速やかに行っているため。 

地方創生推進交付金の内示（令和３年度第１回募集は３月下旬、HP でも事業名・金額を公表）については、新

年度予算の国会での成立を受けて可及的速やかに行っているところであり、予めその日程を具体的に予見する

ことはできず、内示時期の前倒しを行うことは困難である。 

内示後の交付決定時期については、平成 29 年度の地方分権改革に関する提案募集や複数の地方公共団体

からの提案において、年度当初からの事業着手を可能とすることについて求められたことを受け、平成 30 年度

から、年度当初の交付決定としているところであるが、必ずしも、年度当初の交付決定にこだわらないとの地方



公共団体の意見が大勢であれば、交付決定時期を現行の運用より後ろ倒しにすることについて検討の余地が

あると認識している。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 138 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 08_消防・防災・安全 

 

提案事項（事項名） 

災害救助法に基づく住宅応急修理制度の手続きの見直し 

 

提案団体 

中核市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

 災害救助法に基づく住宅応急修理制度における、水害時の手続き等については、これまでの実績を基に、国

で修理費用をある程度パターン化すること等により、修理業者からの見積書の提出を不要とする。 

 

具体的な支障事例 

 市区町村においては、災害救助法に基づき、国が定めた基準や要領等により、被災した住宅の応急修理を実

施している。制度利用に当たっては、被災者からの申込みや修理業者からの見積書、さらには、完了報告書の

提出などの複数の手続きが必要とされているほか、修理は、日常生活に必要最低限の部分に対し行うこととさ

れている。 

 このうち、特に、被災者からの申請における修理業者からの見積書の提出については、申請窓口等において、

被災者から、「提出書類が多く、手続きが煩雑である。」、「業者が多忙で見積書の作成に時間が掛かり、手続き

が遅れる」などの意見や、修理業者からは、「書類作成が重荷である。」との指摘を受けている。また、市区町村

においても、見積書の確認事務は負担となっており、例えば、令和元年東日本台風においては、修理対象となる

住家が相当数にのぼる中で、業者毎に見積書の様式が異なるとともに、応急修理の対象となる工事以外の内

容も含まれた見積書の審査事務が負担となり、迅速な災害対応に支障が生じた。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

被災者や修理業者の負担軽減のほか、申請に係る審査等の事務を担当する市町村の事務負担が軽減する。 

 

根拠法令等 

災害救助法第４条第１項第６号、災害救助事務取扱要領、災害救助法に基づく住宅の応急修理に関する Q＆

A、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、八王子市、川崎市、石川県、長野県、八尾市、岡山県、徳島県、高松市、熊本市、宮崎県 

 

○当市においても令和元年度東日本台風の際、修理業者の見積書提出後の内容修正に相当な時間を費やし、

双方にとって負担が大きくなった。特に業者独自の見積もり書式と、応急修理制度として指定している様式の内

訳の整合においては、対象工事を抽出して整理することだけでも負担が大きく、迅速な災害対応に支障をきたし

た。また、小規模の修理業者が請負う場合が多く、現場対応と同時並行で事務処理の迅速さを求めることは難

しい。自治体によっては必ずしも技術職が対応するとは限らないため、手続き・書類関係の簡素化を求めるとこ



ろである。 

○住宅応急修理の対象となるか判断に苦慮する案件について、事前に県に確認した際、可との回答であったに

も関わらず、費用弁償請求時で不可とされた事案があった。細かすぎる審査が市・県双方に負担を強いている

ので、見積書の提出を求めないことも含め、事務負担軽減が必要である。 

 

各府省からの第１次回答 

○災害救助法による応急修理は、（全壊）、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊と認定された者であり、自

らの資力では応急修理をすることが出来ない者を含め、現物をもって行うこととされている。 

○住宅の応急修理が対象となる災害はその規模、発生時期、発生場所などによりその態様は異なるものであ

り、一つとして同じ災害は発生しない。 

一言に水害と言っても、堤防の決壊や越水・溢水、強風を伴う風水害など、具体的には、 

 ・被災の程度、損傷箇所など、立地環境により住宅の損傷の程度は大きく異なるものであること、 

 ・被災者の個々の住宅についても建築構造、延床面積、使用している材料・設備、築年数などにより大きく異な

ること 

 など、被災した住宅の修理パターンは無尽蔵にあり、費用をパターン化することは不可能と考える。 

 （具体例として、浴槽（ユニットバス含む）や便所、システムキッチンだけでもメーカー、グレード・材質・サイズ・

機能、国産・外国産などパターンは無数にあり、住宅に利用される柱や床材・建具だけでも、材質、サイズ、施工

方法などパターンが無数にある。） 

○住宅の応急修理は、被災者がどこを修理すれば元の住宅での生活が行えるかについて、被災自治体と被災

者個々のニーズを把握した上で実施するものであることから、被災者が申請時に提出する見積書を自治体が確

認した上で、対象になり得るか施工業者からの見積書などを確認してから修理を行うことが合理的であると考え

ている。 

○また、自治体では、 

 ・自治体は具体的な修理金額も把握せずに契約（支出負担行為）手続き行うことが可能なのか、 

 ・自治体が具体的な修理内容を確認せずに被災者に修理を実施させるため、応急修理対象外となる修理を実

施した被災者は、対象外となる修理についても、自治体が費用負担するものと誤認してしまい、結果として予想

していない費用を自らが負担することになってしまうのではないか、 

 ・国はこれまで住宅の応急修理について、自治体の要望を踏まえて、柔軟な対応を図ってきたところであり、国

が修理費用のパターンを示した場合、これまでの弾力的な運用に支障が生じるのではないか 

など、現場での様々な課題及び混乱が生じる可能性が考えられる。 

○加えて、わが国の会計法規上、修理業者との契約を行う上で見積書は必要不可欠であると考えており、予算

決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下、「予決令」という。）第 99 条においては、「工事又は製造の

請負の契約でその予定価格が 100 万円を超えない場合は随意契約によることができるとしている」としており、

発災時には随意契約により迅速に応急修理を提供できるものである。また、第 99 条の６において、「契約担当

官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない」としていると

ころ。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 155 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生推進交付金の交付申請に係る地域再生計画等策定の簡素化 

 

提案団体 

兵庫県、神戸市、姫路市、加古川市、三木市、たつの市、神河町、佐用町、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、

和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方版総合戦略を策定している場合は、これを地方創生推進交付金の交付申請に当たっての地域再生計画と

位置付けること。 

もしくは、現行の地域再生計画や交付金実施計画の記載内容を簡素化するとともに、複数の事業がある場合は

包括的な計画での認定を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

地方創生推進交付金は、地域再生法に基づき、地方版総合戦略に定められた自主的・主体的で先導的な事業

を記載して作成した地域再生計画に基づく事業の実施に要する経費に充てることとなっている。 

地方公共団体が地方創生推進交付金の交付申請を行うに当たっては、以下の手続が必要となる。 

①地方版総合戦略の作成［まち・ひと・しごと創生法第９条、10 条］ 

②地域再生計画の認定［地域再生法第５条］ 

③地方創生推進交付金実施計画の作成［地方創生推進交付金制度要綱第４・第５］ 

企業版ふるさと納税では、地方公共団体が地域再生計画に記載する事業が大括り化され、国が包括的に認定

する方式に簡素化された。 

【支障】 

ひとつの交付金を申請するために３つの計画を策定する必要があり、それぞれの計画に重複する部分がある。

特に、地域再生計画と交付金実施計画は転記で作成する部分が多い。 

同一の地方版総合戦略に基づく施策であるにも関わらず、事業ごとに複数の地域再生計画・交付金実施計画を

策定していることや、各計画に個別の契約単位まで充当事業を特定して記載していることから、作成・認定手続

が交付金申請に当たっての負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方版総合戦略に定めた施策を重視しながら地域再生計画の作成・認定手続が簡素化されることで、計画認定

や交付金申請に伴う地方公共団体の負担が軽減され、行政の効率化につながる。 

 

根拠法令等 

まち・ひと・しごと創生法第９条、10 条、地域再生法第５条第 13 条、地方創生推進交付金制度要綱第第２～第

５、地域再生計画認定申請マニュアル 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、宮城県、仙台市、柏市、横浜市、川崎市、相模原市、山梨県、長野県、高山市、名古屋市、半田市、豊

田市、西尾市、田原市、羽曳野市、宝塚市、高松市、高知県、久留米市、糸島市、長崎県、熊本市、宇土市、大

分県、延岡市、全国町村会 

 

○重複部分が多い地域再生計画と交付金実施計画の作成が、交付金申請の負担となっている。 

○当市においても、地方創生推進交付金に係る業務において、限られた期間の中で複数の計画を作成する必

要があるため、職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職員の負担が軽減される

と考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】・管理番号 133 に対する回答にあるように、地域再生計画と実施計画との間で記載内容が共通する箇

所に関する記載内容のあり方について、令和３年度中に、地方公共団体の負担軽減を図る観点から簡素化を

図ることができないか検討を行い、結論を得る。 

・一方、地方版総合戦略を地域再生計画として位置付けることは、下記の理由により、適切でなく、対応困難で

ある。また、複数の事業がある場合に包括的な認定を可能とすることに対しても、下記の理由により、適切でな

く、対応困難である。 

【理由等】①地方版総合戦略（以下「総合戦略」という。）と交付金の交付に必要な地域再生計画（以下「再生計

画」という。）はそれぞれの位置付け、趣旨が異なるため。 

・総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法９条１項又は 10 条１項に基づき、国の総合戦略を勘案して、地方公共団

体の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画であり、地方公共団体が

講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項等を定めるものとされている（９条２項、10 条２

項）。 

・一方、地方創生推進交付金（以下「交付金」という。）の交付に必要な再生計画は、地域再生法に基づき、総合

戦略に定められた事業であって地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決

に資する先導的な事業について、目標や事業内容等を定めるものとされている（同法５条４項、１項、２項、３項、

13 条１項）。 

すなわち、交付金の対象となる個別特定の事業について、その内容を明らかにする計画であるといえる。また、

交付金の交付に当たり、再生計画の内閣総理大臣による認定を受けることも必要である（同法５条 15 項、13 条

１項）。 

②複数の事業がある場合に包括的な計画での認定を可能とすることの必要性が感じられず、対応は困難であ

る。 

・交付金に係る再生計画に記載する事業については、地域再生法 5 条 4 項 1 号に基づき、総合戦略に定めら

れた事業であって、かつ社会環境整備、移住促進、人材育成、産業振興等に資する先導的なものとしていること

から、事業ごとに、その点を明らかにする必要がある。そのため、仮に包括的な計画とした場合でも、個々の事

業を単に束ねるだけとなり、かえって、地方公共団体の負担が増大しかねない。 

・実施計画は補助金適正化法によって求められる事項の記載が必要であり、仮に包括的な計画とした場合で

も、個々の事業を単に束ねるだけとなるため、かえって、地方公共団体の負担が増大しかねない。 

・なお、企業版ふるさと納税の場合は、企業からの寄付金を用いて地方公共団体が将来的に実施する事業を再

生計画に記載するのであって、その事業は多数に上ることが想定される。また、国の交付金交付のための計画

でもないところ。 

③その他 

・地方公共団体の事務負担軽減を図るため、再生計画の作成については、平成 29 年度以降、実施計画との記

載内容の共通化を進めるとともに、「「地方創生推進交付金のあり方に関する検討会」最終取りまとめ」（令和元

年５月 23 日公表）も踏まえ、令和２年からは、実施計画と記載内容が共通化する部分について自動転記する地

域再生計画作成支援ツールを地方公共団体に配付している。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 156 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生拠点整備交付金の交付申請に係る地域再生計画等策定の簡素化 

 

提案団体 

兵庫県、神戸市、姫路市、加古川市、三木市、たつの市、神河町、佐用町、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、

和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方版総合戦略を策定している場合は、これを地方創生拠点整備交付金の交付申請に当たっての地域再生計

画と位置付けること。 

もしくは、現行の地域再生計画や交付金施設整備計画の記載内容を簡素化するとともに、複数の事業がある場

合は包括的な計画での認定を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

地方創生拠点整備交付金は、地域再生法に基づき、地方版総合戦略に定められた自主的・主体的で先導的な

事業を記載して作成した地域再生計画に基づく事業及びそれと一体となった施設整備等の実施に要する経費

に充てることとなっている。 

地方公共団体が地方創生拠点整備交付金の交付申請を行うに当たっては、以下の手続が必要となる。 

①地方版総合戦略の作成［まち・ひと・しごと創生法第９条、10 条］ 

②地域再生計画の認定［地域再生法第５条］ 

③地方創生拠点整備交付金施設整備計画の作成［地方創生拠点整備交付金制度要綱第４・第５］ 

【支障】 

ひとつの交付金を申請するために 3 つの計画を策定する必要があり、それぞれの計画に重複する部分がある。

特に、地域再生計画と交付金施設整備計画は転記で作成する部分が多い。 

同一の地方版総合戦略に基づく施策であるにも関わらず、整備拠点ごとに複数の地域再生計画・交付金施設

整備計画を策定していることから、作成・認定手続が交付金申請に当たっての負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方版総合戦略に定めた施策を重視しながら地域再生計画の作成・認定手続が簡素化されることで、計画認定

や交付金申請に伴う地方公共団体の負担が軽減され、行政の効率化につながる。 

 

根拠法令等 

まち・ひと・しごと創生法第９条、10 条、地域再生法第５条第 13 条、地方創生拠点整備交付金制度要綱第第２

～第５、地域再生計画認定申請マニュアル 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、宮城県、仙台市、柏市、川崎市、相模原市、山梨県、長野県、浜松市、名古屋市、半田市、豊田市、西

尾市、田原市、羽曳野市、高松市、久留米市、長崎県、大分県、延岡市、全国町村会 

 

○当市においても、地方創生拠点整備交付金に係る業務において、限られた期間の中で複数の計画を作成す

る必要があるため。職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職員の負担が軽減さ

れると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】・管理番号 133 に対する回答にあるように、地域再生計画と施設整備計画との間で記載内容が共通す

る箇所に関する記載内容のあり方について、令和３年度中に、地方公共団体の負担軽減を図る観点から簡素

化を図ることができないか検討を行い、結論を得る。 

・一方、地方版総合戦略を地域再生計画として位置付けることは、下記の理由により、適切でなく、対応困難で

ある。また、複数の事業がある場合に包括的な認定を可能とすることに対しても、下記の理由により、適切でな

く、対応困難である。 

【理由等】①地方版総合戦略（以下「総合戦略」という。）と交付金の交付に必要な地域再生計画（以下「再生計

画」という。）はそれぞれの位置付け、趣旨が異なるため。 

・総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法９条１項又は 10 条１項に基づき、国の総合戦略を勘案して、地方公共団

体の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画であり、地方公共団体が

講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項等を定めるものとされている（９条２項、10 条２

項）。 

・一方、地方創生拠点整備交付金（以下「交付金」という。）の交付に必要な再生計画は、地域再生法に基づき、

総合戦略に定められた事業であって地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の

解決に資する先導的な事業について、目標や事業内容等を定めるものとされている（同法５条４項、１項、２項、

３項、13 条１項）。 

すなわち、交付金の対象となる個別特定の事業について、その内容を明らかにする計画であるといえる。また、

交付金の交付に当たり、再生計画の内閣総理大臣による認定を受けることも必要である（同法５条 15 項、13 条

１項）。 

②複数の事業がある場合に包括的な計画での認定を可能とすることの必要性が感じられず、対応は困難であ

る。 

・交付金に係る再生計画に記載する事業については、地域再生法 5 条 4 項 1 号に基づき、総合戦略に定めら

れた事業であって、かつ社会環境整備、移住促進、人材育成、産業振興等に資する先導的なものとしていること

から、事業ごとに、その点を明らかにする必要がある。そのため、仮に包括的な計画とした場合でも、個々の事

業を単に束ねるだけとなり、かえって、地方公共団体の負担が増大しかねない。 

・施設整備計画は補助金適正化法によって求められる事項の記載が必要であり、仮に包括的な計画とした場合

でも、個々の事業を単に束ねるだけとなるため、かえって、地方公共団体の負担が増大しかねない。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 158 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

市町村子ども・子育て支援事業計画において定める「量の見込み」の算出方法の見直し 

 

提案団体 

兵庫県、姫路市、西宮市、三木市、三田市、宍粟市、たつの市、神河町、滋賀県、京都府、鳥取県、徳島県、堺

市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

市町村子ども・子育て支援事業計画において定めることとされている「量の見込み」の算出にあたって、現在手

引き等において示されている利用希望把握調査（アンケート調査）に基づく算出方法は、分析に要する労力とコ

ストが大きいことに加え、算出結果と実態が乖離する事例が発生することもあることから、利用希望把握調査で

はなくヒアリングや実績値等に基づき「量の見込み」の算出方法も可能であることを明記するなど、柔軟な算出

方法を可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

子ども・子育て支援法に基づき国が定める「基本指針」及び「量の見込み」の算出の考え方に係る手引きでは、

保護者に対する利用希望把握調査（アンケート調査）等を行い、これを踏まえて「量の見込み」を推計し、具体的

な目標設定を行うことが求められている。 

一方、幼児教育・保育の無償化の実施により、これまで各市町村では把握することができなかった幼稚園に通う

就労家庭等の状況も把握することが可能になり、アンケート調査の活用によらずとも、詳細な分析が可能となっ

ている。 

【支障】 

第 1 期（平成 27 年～令和元年）、第 2 期（令和２年～令和６年）の策定に際して、国の手引きに基づいてアンケ

ート調査により算出したところ、項目によっては実態にそぐわない結果となった自治体がある。 

アンケート調査そのものにも多大な労力や費用が必要となっていることに加え、情報量が多く、調査結果の分析

にも長時間を要している。また、計画と実績値が乖離する場合は中間見直し（補正）を行う必要が生じる。 

手引きには、「具体的な算出方法等については、各市町村及び都道府県において地方版子ども・子育て会議等

の議論を経て、適切に判断頂きたい。」や「教育・保育の量の見込みの算出に当たっては、トレンドや政策動向、

地域の実情等を十分に踏まえること。」といった記載があるものの、結局、国の基本指針や手引きを無視してア

ンケート調査を実施せずに計画を立案するわけにはいかない。このため、アンケート調査を実施し、実態から乖

離している場合は実績や過去の平均値等を参考に改めて「量の見込み」を算出し直すという作業を行っており、

調査項目によってはアンケート調査が無駄なプロセスになっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

各市町村が地域の実情に応じて「量の見込み」の算出方法を選択することができるようになることで、計画策定

や見直しに伴う市町村の負担が軽減され、行政の効率化につながる。 

 

 



根拠法令等 

子ども・子育て支援法第 61 条 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（平成 26 年内閣府告示第 159 号） 

「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き」（平成 26 年 1 月 20 日

内閣府通知） 

「第 2 期市町村子ども・子育て支援事業計画等における『量の見込み』の算出等の考え方」（平成 31 年 4 月 23

日内閣府通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

小樽市、いわき市、高崎市、千葉市、川崎市、豊橋市、豊田市、和歌山市、広島市、高知県、福岡県、佐世保

市、宮崎県、全国町村会 

 

○地域の実情に応じて算出方法を選択することができれば、計画策定や見直しに伴う業務量軽減につながるこ

とが期待される。 

○提案提案同様、子ども・子育て支援法に基づき国が定める「基本指針」及び「量の見込み」の算出の考え方に

係る手引きに則り、保護者に対する利用希望把握調査（アンケート調査）等を実施しているが、一定のニーズを

把握できる反面、「幼児教育・保育」の「量の見込み」に関しては、現状の実績を踏まえた見込みと大きく乖離し、

数値として使用できないなど労力とコストを要するわりには、活用できる分が少ないなどの影響が出ている。よっ

て、提案市同様、利用希望把握調査でなく、ヒアリングや実績値等に基づく「量の見込み」が可能となるなど、自

治体の状況に応じた算出方法も可能としていただきたい。 

○当市でもアンケート調査の結果と実際の支給認定に乖離があり、アンケートでは現実的な量の見込みを算定

することができないため算定方法を選択制としてほしい。 

○当市においても量の見込み算出に当たっては、保護者の意向調査や人口推移の見込みなどを算出している

が、職員の事務作業に加えて委託費などの経費もかかってきており、多大なコストがかかっている。 

○計画策定や見直しに伴う市町村の負担の軽減や行政の効率化につながるよう、算出方法の見直しを求める。 

○第二期子ども・子育て支援事業計画策定時、 国の指針に基づきアンケート調査を行い「量の見込み」を算出

したが、実態との乖離が大きく、そのまま計画上の「量の見込み」とすることができない項目が多かった。そのた

め、各事業の過去５年間の利用実績をもとに算定し直す結果となった。アンケート調査対象は子育て中の保護

者 2,000 人、約 40 項目あり、コンサル会社は入れず、すべて職員で集計をしたため相当の時間を要した。第３

期計画においても同様のアンケートを行なった場合、同様の結果が予測される。担当としては、各事業の実績値

等をもとに「量の見込み」を算定する方法が一番現実的と感じるが、潜在的ニーズを探る必要もあることから、国

の基本指針や手引き（アンケート内容及び算出方法）の見直しも検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答 

市町村子ども・子育て支援事業計画に関しては、令和２年度を初年度とする第２期の計画期間が開始したところ

であり、令和７年度を初年度とする第３期の計画においては、計画策定時の「量の見込み」の算出方法も含め市

町村子ども・子育て支援事業計画の在り方等について、第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の進捗状況

等を踏まえて検討していくものと考えている。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 161 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地域再生計画認定手続きの見直し 

 

提案団体 

徳島県、愛媛県、高知県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方創生推進交付金の交付申請の前提となる地域再生計画の策定について、推進交付金実施計画の提出時

期と時期とずらすなど、負担の緩和を図ること。 

 

具体的な支障事例 

交付金実施計画の提出とほぼ同時に、地域再生計画も提出する必要があるが、実施計画については事前相談

後に国から受けた指摘事項について提出期限間際まで修正や調整を行うため、実施計画と地域再生計画を同

時進行で作成する作業が大きな負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

計画策定に係る時間と手間が削減されることにより、行政の効率化が図られる。 

 

根拠法令等 

・地域再生法５条 

・地方創生推進交付金制度要綱（平成 28 年４月 20 日付け府地事第 16 号内閣府事務次官通知、28 農振第

45 号農林水産事務次官通知、国総政第１号国土交通事務次官通知、環廃対発第 1604201 号環境事務次官通

知） 

・令和３年度地方創生推進交付金（先駆タイプ、横展開タイプ、Society5.0 タイプ）に係る実施計画等の作成及び

提出について（令和２年 12 月 22 日 内閣府地方創生推進事務局） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、柏市、横浜市、川崎市、山梨県、長野県、浜松市、名古屋市、半田市、西尾市、田原市、京都府、京都

市、城陽市、兵庫県、鳥取県、鳴門市、美馬市、上板町、つるぎ町、高松市、長崎県、熊本市、宮崎県、延岡市 

 

○実施計画に関する県からの問い合わせや資料提供依頼は、提出期限が大変短く、対応困難な場合があり、

各計画の提出時期が異なれば、町における事務作業の負担が軽減される。 

○地方創生推進交付金に係る地域再生計画については、地方創生推進交付金実施計画とほぼ同様の内容を

転記しているだけであるため、同実施計画を地域再生計画とみなすなど、両計画を一体化することで、策定に係

る事務の軽減につながる。 

また、現行制度では、計画変更手続きについても、両計画について同様の手続きを個別に行う必要があるた

め、両計画が一体化されれば、事務軽減につながる。 



○地方創生推進交付金の申請と再生計画の提出、採択（認定）がほぼ同スケジュールであるため、同時進行で

作業しなければならず負担となっている。また、交付金の採択時に発生する修正作業もそれぞれ行わなければ

ならず、煩雑となっている。 

○当市においても、地方創生推進交付金に係る業務において、実施計画と地域再生計画を同時期に作成する

必要があるため、職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職員の負担が軽減さ

れると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】提案のご趣旨を踏まえ、令和３年度中に、地域再生計画及び実施計画の申請締切日の不一致が可能

か、地方の意見等を改めて聴取した上で、申請期間のあり方について検討を行い、結論を得る。 

【補足】 

まずもって、年度当初の交付決定については、平成 29 年度の地方分権改革に関する提案募集や複数の地方

公共団体からの提案において、年度当初からの事業着手を可能とすることについて求められたことから、スケジ

ュールを前倒しし、地方公共団体による年度当初の事業着手を前提とした申請期間及び審査期間を設定してい

ることにご留意いただきたい。また、新年度予算案が決定する閣議決定（令和３年度第１回は 12 月下旬）後の

事務連絡の発出から、交付決定（令和３年度第１回は４月１日）までの審査等については、タイトなスケジュール

となっていることについても、ご理解いただきたい。 

年度当初滞りなく事業を開始できるよう、年度末に再生計画の認定を行っているが、2,000 件弱の計画の認定に

係る審査と並行して、地域再生法５条第 17 項に基づく認定に当たっての関係各省庁との協議、交付金担当との

調整を行っており、また内閣総理大臣の認定を行うために必要な決裁手続を踏む必要があることから、申請か

ら認定までタイトなスケジュールとなっていることについてご理解いただきたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 175 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）における物品による寄附の手続きの明確化 

 

提案団体 

三宅町、浜松市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、財務省 

 

求める措置の具体的内容 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）における物品による寄附について、寄附価額の算定方法、及び寄附

物品の取り扱い方法等手続きを明確化すること。 

 

具体的な支障事例 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）において、事業者より金銭ではなく、物品による寄附の申し出があっ

たが、寄附価額（物品の価額）を算定する基準等が示されていないため、寄附の額を証する書面の作成に関す

る対応に苦慮した。 

 そのため、物品の価額の算定については、県を始め、内閣府及び税務署に確認をしつつ事業者と調整をする

必要があり、物品による寄附の受け入れに支障が生じている。 

 なお、寄附物品の受領後の取扱いについては、そもそもが不明瞭であり、かつ、寄附の方法（一般寄附と企業

版ふるさと納税での寄附）によって取扱いが異なるかも不明瞭であるため、活用方法に苦慮している。（例えば、

企業から地方創生応援税制での物品の寄附の申し出があった場合に、金銭を前提としている現在の地方創生

応援税制の条件を満たせば、一般寄附ではなく、地方創生応援税制での寄附として受領してよいか。また、地

方創生応援税制での寄附として、例えば、育児用飲食物を受領した場合において、市町村の裁量により実績報

告で報告した事業（子育て施策）以外での活用（災害時での配布等）へと修正ができるのか。また、活用時期に

ついて、受領した年度内ですべてを活用しなければならないのか、または翌年度での活用もできるのかなどの

取扱い方法が不明瞭であり、苦慮している。） 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自治体が物品の価額を算定するに当たっての判断基準等が示されることにより、自治体側が確認すべき事項を

理解した上で、寄附価額の算定作業等を進めることができ、寄附受付業務の円滑化が期待できる。 

 また、事業者側が自治体に提出すべき書類等を予め準備することが期待できるため、寄附の募集及び受け入

れに当たっての事業者との調整も円滑に進むことが期待できる。 

 さらに、自治体が活用を検討している事業において、事業者からの物品による寄附を積極的に募集することに

より、地方創生のさらなる推進を行うことができる。 

 

根拠法令等 

地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 13 条の２、地域再生法施行規則（平成 17 年内閣府令第 53 号）第 14

条、別記様式第３、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する Q&A（第９版）＜事業実施・実施状況報告編＞

（2020 年 12 月 28 日）、国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号）第 16 条、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第

74 条 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

仙台市、横浜市、山梨県、長野県、名古屋市、半田市、西尾市、京都府、兵庫県、奈良県、香芝市、高松市、高

知県、熊本市、大分県、宮崎市、延岡市 

 

○昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響により、医療用資材等の物品の寄附が多数あった。今後も物品

による寄附が予想され、寄附価額の算定方法や寄附物品の取り扱い方法等手続きが明確化されることで、地方

創生応援税制の活用を積極的に検討することができる。企業に対し、物品の寄附を積極的に募集することで、

企業版ふるさと納税を活用した寄附の増加が期待できる。 

○同様のことがあった場合には、額の算定に相当苦慮するものと思われる。 

○当県においても、事業者より物品による寄附の申し出があったが、寄附価額の評価方法等の手続きが明確化

されていないため、都度内閣府及び税務署への確認を要し、寄附の受入に支障が生じている。 

○当県においても物品による寄附の申し出が複数件検討されており、同様に寄附額の価額算定に苦慮してい

る。 

ついては価額算定方法等に一定の指針を示していただきたい。 

○地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について、当市においても同様に、フードロスや SDGｓ、子ども・子

育て支援の観点から、乳児及び妊産婦用物品の寄附の申し出があり、物品価額の算定や受領後の取り扱いの

検討に苦慮したところである。（本件は結論として企業版ふるさと納税の活用はなかった。） 

全国的に見れば、災害用コンテナハウスや楽器（個人版ふるさと納税）による寄附が行われるなど、今後も現金

以外での物品による寄附件数は増加することが予想され、自治体や内閣府においても一定の判断基準が必要

となる。 

そのため、寄付を認める物品の種類（固定資産や一般消耗品）や、物品価額の算定方法、受領後の取り扱い方

法など、一般的なガイドラインを作成し、税務署とも事前に協議・調整いただくことで、自治体や寄附企業の事務

効率化を図ることはもとより、事業者からの物品寄附の積極的な募集など、地方創生のさらなる推進を行うこと

ができる。 

 

各府省からの第１次回答 

【内閣官房・内閣府】 

物品による寄附については、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する Q&A＜事業実施・実施状況報告編

＞」に記載しているように、一般に、「当該物品の価額を特定することが難しく、現金による寄附と比較して、その

寄附額を確定することが困難であると考えられるため、地方創生応援税制に係る寄附については、できる限り現

金で受領」することを求めている。 

すべての現金以外の資産について価額の算定方法及び寄附受領後の手続きを示すことは困難だが、令和３年

度中に、地方公共団体のニーズ等を調査した上で、国税及び地方税の取扱いも踏まえながら、明確化の必要性

が高い現金以外の資産の範囲や寄附受領後の手続きの在り方等に関する論点整理を行う。その後、詳細な検

討を行い、令和４年度中のできるだけ早い時期に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

【財務省】 

法人税法上の寄附金の額については、贈与の時における価額とされ、当該価額は、一般的には第三者間で取

引されたとした場合に通常付される価額としている。 

このため、個々の具体的な事実関係に応じて判断することになり、一律にその価額の算定方法をお示しすること

は困難であるが、内閣府から手続の明確化について協議があれば応じてまいりたい。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 180 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方公共団体の取り組みを阻害しない形での旅券発給業務の電子申請の導入 

 

提案団体 

広島県、宮城県、三重県、広島市、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、外務省 

 

求める措置の具体的内容 

旅券事務について、現在、電子申請の導入に向けた検討が進められているが、各県では、分権改革の進展を

機に、「身近な窓口を」「どこでも」利用できるようにするため、住民に身近な市町村窓口で申請・交付ができる等

の権限移譲を進めてきたところであり、そのシステム整備にあたっては、こうしたこれまでの地方独自の住民利

便性向上のための取組成果が電子申請でも利用できるようにするなど、地方の取組が後退しないシステム設計

とすること。 

 

具体的な支障事例 

現在、国ではデジタルガバメント実行計画に基づき行政手続のデジタル化を進めており、旅券発給業務におい

ては 2022 年度から電子申請等の導入を検討している。（旅券申請の際は旅券窓口に出頭が必要。システム導

入後も窓口出頭義務は残る予定 。） 

旅券事務は都道府県の法定受託事務であるが、国民の 1/4 が旅券を所持する事情などを踏まえ、多数の都道

府県が分権改革の進展を機に、身近な窓口である市町村への移譲（35 都道府県 902 市町村）、更には移譲県

の一部（当県など４県）では県民が住所地のみならず県内全ての市町村窓口を利用できるようにするなどの地

方独自の住民サービス拡充に努めている。 

こうした地方分権の取組が後退しないよう、新たな電子申請の開発に当たっては、国は、地域の実情を十分に

把握し、全国一律の仕組ではなく、当県などが住民サービス向上の観点から実施している県内市町村窓口の自

由選択などの仕組が、電子申請でも利用できるようにする必要がある。 

当県においても、居住市町村のみではなく全市町村の窓口において紙書類での申請を可能としているが，外務

省が構築しようとしている電子申請システムが居住市町村においてのみ申請が可能となった場合，住民サービ

スの促進が妨げられる可能性がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

これまで地方公共団体が行ってきた、住民の利便性を高めるための取り組みを阻害することなく、デジタルガバ

メント実行計画を推進することにより、より一層、住民の利便性が向上すると考える。 

 

根拠法令等 

旅券法第３条、第８条第１項及び第２項、第 17 条第１項から第３項、第 20 条第２項、第 21 条の３、デジタルガ

バメント実行計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定） 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、千葉県、静岡県、田原市、大阪府、広島市、大分県、宮崎県 

 

○旅券事務の電子化に必要な機器配備については、都道府県への配備は外務省で機器調達の上配備し、旅

券事務を権限移譲している市町村への配備は都道府県で負担することとされている。このため、地方分権推進

の一環で、住民サービスの向上のために市町村への権限移譲に取組んだ都道府県ほど、多大な負担が生じる

こととなる。都道府県への機器配備も、既存の外務省のシステム用回線が配備されている事務所（いわゆる「機

械化事務所」）においては、旅券事務電子化当初（2022 年度）に配備を行うが、外務省のシステム用回線が未

整備の事務所（いわゆる「非機械化事務所」）については、都道府県が希望する数ではなく、外務省が全国的な

配置数を考慮しながら機器調達必要数を決定の上配備することとなっている。このため、都道府県において機

器が不足する場合は、各都道府県が負担の上機器を調達する、あるいは外務省の調達機器の範囲での電子

化導入となり、法定受託事務の執行に必要な機器であるにもかかわらず、都道府県に負担が生じたり、あるい

は電子化の対応が機器の配備数に限られ、住民サービスが低下したりする恐れがある。 

○当県においても、従来の紙申請書による申請については県内のいずれの市町村でも可能となっており、電子

申請導入により住所のある市町村でしか申請できないことになると、申請者の利便性が損なわれる。外務省は

平成 20 年１月 17 日付け「居所申請及び氏名の読み方・表記の例外の拡大に関する対外応答要領」において、

「市町村は、その境界内に住所を有しない者が当該市町村が所在する同一都道府県内に住所又は居所を有し

ている場合には、自らやむを得ない事情を証明しない限り、その者からの一般旅券発給申請は受け付けるべき

である」との見解を示しており、電子申請の導入に当たっても、この見解を踏まえ、申請者が県内市町村窓口を

選択することが可能な設計をするべきであると考える。 

○旅券事務について、電子申請システム導入後も、従来どおり県民の住所地にかかわらず県内全ての市町村

窓口を利用できるよう、県民の利便性が向上し、地方の取組が後退しないシステムとなること。 

○旅券事務を移譲された市町村窓口に係る整備費用は国負担の対象外となっていることから、分権を推進した

地方自治体がより大きな負担を強いられるとともに、各市町における対応状況（導入の有無・時期等）に差異が

生じ、住民サービスに不均衡が生じるおそれがある。 

また、紙申請・電子申請の併用により業務の輻輳・混乱が見込まれる上に、国が示す現在のシステム案ではエ

ラー対応の多くを職員が行うことなっており、導入に伴う負担が大きい。 

○現在、当団体では、事務移譲している市町村の一部において、事務を広域連携で処理しており、広域連携を

行っている住民にとっては、住民票所在地と申請（受領）市町村とが異なる場合がある。 

例）A 市を幹事団体とする A 市・B 市・C 市の３市での広域連携の場合、B 市・C 市の住民は A 市で申請（受領）

する。 

上記の場合、B 市・C 市の住民の電子申請システムでは、A 市が表示される仕組みが必要である。 

現行の紙申請と電子申請の窓口が異なれば、これまで進めてきた事務移譲に混乱が生じるため、都道府県の

状況に応じたシステムを構築されたい。 

○当県においても地方分権を進め、県民の利便性向上を図ることを目的として、旅券発給窓口業務を全市町村

に権限移譲している。 

権限移譲については多くの都道府県で、状況は異なるものの、行われていることから、国においても考慮される

べきと考える。 

旅券発給事務のデジタル化を円滑に進めるためには、権限移譲をはじめ都道府県や市町村の状況を踏まえた

制度設計を行い、適切な時期に導入することが必要である。 

○地方独自のサービスもあり、現時点において電子申請の住所地以外の全市町村での窓口利用が可能になる

のか、または各県ごとに異なるのかが定まっていない状況にある。そのため、一例として、戸籍情報の確認にマ

イナンバーカードでの読取りを想定されているが、旅券窓口での機器の設置に伴い市外住民の情報共有をどこ

まで出来るか等が懸念される。また、旅券窓口を設けていない市町村が全て開設されずに電子化を進めた場

合、近隣市の住民の当市での申請が予想され当市民の待機時間が長くなりサービス促進が妨げられる。 

 

各府省からの第１次回答 

県内市町村窓口の自由選択などの仕組等、地方独自のサービスについては、可能な限り維持されるよう努めて

いく方針で制度の検討をしている。 

法定受託事務を委託している都道府県の行う旅券事務関連機材は国が負担している。都道府県が再委託して

いる市町村で必要とされる機材については、基本的には、都道府県が都道府県手数料を財源に市町村に交付

する交付金などで賄われていると承知しており、国は負担していない。今後の費用負担については予断できな

いが、仮に市町村で必要な機材を国として負担するよう要望されても、そのために必要な予算の目処は立たな



い旨回答せざるを得ない。なお、都道府県が市町村に再委託しているか否かで国の負担を変えるようなことはし

ていない。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 192 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 05_教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

子育てのための施設等利用給付の代理受領における施設等から保護者に対する特定子ども・子育て支援提供

証明書の交付の廃止 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第

57 条を改正し、子育てのための施設等利用給付の代理受領における施設等から保護者に対する特定子ども・

子育て支援提供証明書の交付を廃止する。 

また、適切な事務の執行に資するため、自治体向け FAQ に当該改正内容を追加する。 

 

具体的な支障事例 

施設等利用給付について、保護者の利用料負担の軽減が図られることから、代理受領の実施が国により推奨さ

れているところであるが、代理受領の場合であっても施設等は保護者一人一人に提供証明書を交付する必要

があり、施設等にとって大きな事務負担となっている。 

この保護者への提供証明書交付の必要性については、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施

行に伴う留意事項等について（令和元年９月 13 日）」第３－６項後段において給付の適正化にかかる観点が示

されている。 

これは、提供証明書の交付によって保護者が代理受領における施設等利用料を把握しつつ、給付上限額との

差額を市町村に対して償還払い請求をすれば、施設側が市町村に対して実際の利用料よりも高い金額につい

て代理受領の申請をしたとしても、それが不正であると認識できる契機になるという理由に基づくものである。 

しかし、前述の効果は、代理受領と償還払いが混在し、かつ、複数の施設を利用しかつ利用料の合計が上限額

に達する場合等といった限定的なものであると考えられる。また、保護者に対して交付する提供証明書に代わ

り、施設が保護者に配布している募集要領や重要事項説明書等に、本来の利用料と施設が施設等利用費を代

理受領する旨を併記する等の方法によっても、保護者は自らの利用料を把握でき、適正給付の目的を達するこ

とができる。 

さらに、代理受領時において、提供証明書を受け取った保護者が自ら請求を行う必要があるものと誤解し、市町

村に対して請求を行うことにより、二重請求が発生し、その対応が市町村に求められるケースも想定される。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

保護者への提供証明書の交付を廃止することにより、施設等の事務負担の軽減が図られ、市町村にとっても提

供証明書に関する問い合わせ等の対応が省略できる。 

また、当該提供証明書の交付事務は、市町村が施設等に対して行う指導監査の対象事項であることから今回

の見直しにより、指導監査の効率化にも寄与できる。 

 

 

 



根拠法令等 

子ども・子育て支援法第 30 条の 11 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第

56 条、第 57 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉市、広島市、高松市 

 

○提供証明書の交付は施設の負担になるとともに、市での確認事務においても負担となっているが、提供証明

書に記載された「提供された日」と認定期間が合っているかを確認する必要がある。そのため当市では様式を見

直し、領収書兼提供証明書として 1 枚の様式としている。 

 

各府省からの第１次回答 

特定子ども・子育て支援提供者（以下、「提供者」という。）が、施設等利用給付の法定代理受領をする場合につ

いては、保護者が子ども・子育て支援施設等の利用料及び利用状況を把握できるようにすることで、提供者の

不正な受給を認識できる契機とするため、市町村のほか保護者に対しても、特定子ども・子育て支援提供証明

書（以下、「提供証明書」という。）の交付を義務付けている。 

ご提案の内容については、幼児教育・保育の無償化に関係する市町村実務を検討する会議（全国市長会・全国

町村会推薦の 12 自治体がメンバー）でも既に議題となっており、提供証明書の交付を必要とする施設類型の範

囲等について、当該会議で検討していく予定である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 197 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

地方創生推進交付金の交付申請の円滑化に向けた見直し 

 

提案団体 

高知県、新潟県、浜松市、徳島県、香川県、愛媛県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

地方創生推進交付金の内示を早期に行うなど、交付申請の円滑化のために申請に係る情報共有の在り方等を

見直すように求める。 

 

具体的な支障事例 

地方創生推進交付金交付要綱（平成 28 年８月１日府地事第 291 号）第３条において、「内閣総理大臣が別に定

める日までに、大臣に対し、別記様式第１による交付申請書に必要な書類を添付して提出するものとする」とあ

る。（地方創生拠点整備交付金交付要綱（平成 29 年２月６日府地事第 89 号）第４条もほぼ同様） 

例年、３月 29 日頃内示があり、４月１日は県が市町村分を取りまとめて交付申請書を提出するという非常にタイ

トなスケジュールとなっていることから、各団体において十分な内容精査が行えないなど、事務処理の適正化に

支障をきたしているほか、年度末から当初にかけた事務負担が非常に増大している。 

＜考えられる方法＞ 

・国の内示時期を早める（他省庁の交付金はもっと早い時点で内示がある） 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方創生推進交付金の内示を前倒しする等により、地方における適正な事務処理が可能となる。また、各団体

の時間外勤務等に係る人件費の削減や、働き方の改善にもつながる。 

 

根拠法令等 

地方創生推進交付金交付要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

仙台市、茨城県、千葉県、柏市、横浜市、川崎市、相模原市、長野県、名古屋市、半田市、西尾市、京都府、京

都市、城陽市、兵庫県、鳥取県、高松市、高知市、福岡県、久留米市、長崎県、熊本市、宇土市、大分県、宮崎

県、宮崎市、延岡市 

 

○「不採択」の通知を受けた場合、事業実施の可否等について、通知後速やか、かつ短期間に財政部門と協議

する必要があるなど、事務負担が増大している。 

○当市においても交付申請においては非常にタイトなスケジュールでの申請となっており、十分な内容精査の時

間が確保できない状況にあるため、スケジュールを改善いただければ制度のより高い事業設計を行うことが可

能と考えられる。 



○当県でも、推進交付金の交付事業数は市町村分だけで 100 件を超えており（令和２年度）、交付申請の際、

実施計画の提出も必要であることから、短期間での内容精査、修正依頼等の事務負担は非常に大きい。 

○当市においても、地方創生推進交付金などに係る業務において、内示時期が年度末となることにより、年度

末から当初にかけての職員の負担が大きくなっている。事務の効率化に向けた見直しにより、職員の負担が軽

減されると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

【回答】提案 134 において回答したように、内示時期の前倒しを行うことは困難であるが、交付決定時期を変更

する必要があるかどうかにつき、地方公共団体の意見を聴取したうえで、今年度中にその要否・可否について

検討し、結論を得る。 

【理由】内示（採択事業の公表）は新年度予算の国会での成立を受けて可及的速やかに行っているため。 

地方創生推進交付金の内示（令和３年度第１回募集は３月下旬、HP でも事業名・金額を公表）については、新

年度予算の国会での成立を受けて可及的速やかに行っているところであり、予めその日程を具体的に予見する

ことはできず、内示時期の前倒しを行うことは困難である。 

内示後の交付決定時期については、平成 29 年度の地方分権改革に関する提案募集や複数の地方公共団体

からの提案において、年度当初からの事業着手を可能とすることについて求められたことを受け、平成 30 年度

から、年度当初の交付決定としているところであるが、必ずしも、年度当初の交付決定にこだわらないとの地方

公共団体の意見が大勢であれば、交付決定時期を現行の運用より後ろ倒しにすることについて検討の余地が

あると認識している。 

なお、毎年、交付金の申請を受け付けるための事務連絡発出（令和３年度第１回募集は 12 月下旬）の際、同事

務連絡において、３月下旬に内示を行う予定であること、及び４月の上旬に交付決定を行うことについて周知を

行っているところである。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 202 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

児童手当制度における住所を変更した日の基準を転出予定日から住所異動の確定日へ見直し 

 

提案団体 

八王子市、福井市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府 

 

求める措置の具体的内容 

現在、児童手当制度において「住所を変更した日」は、転出予定日を基準としているが、これを住所異動の確定

日（転入をした日）に改める。 

（具体的には、児童手当法第８条第３項における「住所を変更した日」は、原則として住所異動の確定日を基準と

し、転出予定後、長期間転入処理が行われない場合のみ、調査の上、職権で転出予定日により受給資格を消

滅する形にされたい。） 

 

具体的な支障事例 

現行の児童手当制度において「住所を変更した日」の基準とされている転出予定日は、転出元の自治体でのみ

把握している情報であり、転入先の自治体では把握することが出来ないため、紙ベースの連絡票（各自治体で

発行を行っている場合）や電話照会により転出予定日を確認しなければならず、事務の手間が非常に多く、二重

支給の原因にもなっている。 

現在の「住所を変更した日」に関する解釈は昭和 47 年２月 18 日付児手第 20 号厚生労働省課長通知によって

示された非常に古いものであり、住民基本台帳の異動情報が自治体間で電子的にやり取りされている現状とそ

ぐわない。行政処理の合理化を推進する観点からも、原則として「データ照会可能な情報（自治体が住民基本台

帳ネットワークシステムで確認できる情報）である住所異動の確定日（転入した日）」を使用するべきであり、シス

テムによる情報照会が不可能な項目（転出予定日）を基準とする運用は非合理であるため、改めるべき。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

児童手当制度における「住所を変更した日」の基準を「住民異動の確定日」とすれば、転出元及び転入先の双

方の自治体において住民基本台帳ネットワークシステムを活用して「住民異動の確定日」を確認することができ

るようになる。これにより転入先の自治体がいつの時点から児童手当を支給すべきかを確認することができるよ

うになり、二重支給を抑制することができる。また、転出予定日を連絡票や電話照会により確認する事務もなくな

り、転出元及び転入先の双方の自治体における行政の効率化に資する。 

現在は、転出先の自治体において「転出予定日」を確認できるように、転出元の自治体において転出する市民

に紙ベースの連絡票を交付し、当該市民が転入先の自治体において交付された連絡票を提出するといった取

組を任意で行っているが、「転出予定日」の確認が不要となれば、かかる取組も不要となり、住民の利便性も向

上する。 

 

根拠法令等 

児童手当法第７条第３項、第８条３項 

児童手当関係法令上の疑義に対する回答について（昭和 47 年２月 18 日付児手第 20 号厚生労働省課長通



知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

小樽市、須賀川市、ひたちなか市、豊橋市、茨木市、宇和島市、高知県、大村市、熊本市 

 

○消滅日の確認を転出元からの転出連絡票を受給者が持参していれば切れ目なく受給できるように受付をする

ことができるが、転出連絡票を受給者が持参していない場合、認定時において転出元へ電話等で照会をしてい

る。その際、転出元が転出予定日ではなく確定日で誤って回答する事例があり、支給漏れが発生する事があ

る。こうしたことから、確定日をもって消滅処理をする事は実態とも合致するため、合理的と考える。 

○当市においても、転出予定日は転出元の自治体でのみ把握している情報であるため、転出元へ電話照会に

より転出予定日を確認しており、業務負担は膨大である。また、「転出予定日」を基準とする場合、申請が遅れる

と遅れた月分の手当を受けることができず、市民にとって不利である。「住所を変更した日」の基準を「住民異動

の確定日」とすれば、受けることができない手当も発生しないため、市民にとって不利益が生じないと考える。 

○当市において、転出予定日と実際の転出確定日を大きく変更されたため、児童手当の過払いが生じ、返還請

求について受給者とトラブルになっている事案が生じている。特に、転入先の自治体と切れ目なく受給できない

ことが、受給者の不満につながっている状況である。都合により月をまたいで転出予定日と確定日が変わってし

まうことはあり得るため、双方の自治体で確認可能な転出確定日での処理は有効である。 

○当市においても、同様の事案は多く、事務効率化及び二重支給防止の観点から、「住所を変更した日」＝「転

入をした日」とすることが望ましい。 

 

各府省からの第１次回答 

児童手当法第８条第３項に規定する「住所を変更した日」を住民基本台帳法上の転出の予定年月日とする取扱

いとしているのは、大多数の場合において、転出の予定年月日またはこれに近い前後の日に転出（入）するもの

と考えられること、住民基本台帳の事務処理としては転出の予定年月日をもって住民票が消除されること（「住

民基本台帳事務処理要領」（昭和 42 年 10 月４日各都道府県知事あて自治省行政局長等連名通知）第２の２の

（１）のウを参照）等に基づき、転出の予定年月日から 15 日以内に認定請求を行なうことができるのが通例であ

ると判断できることによるものである。 

「住所を変更した日」を住所異動の確定日（転入をした日）として取扱う場合には、転出者が転入の届出を行うま

で児童手当の支給事由消滅日が確定しないことから、転出元の市町村においては、受給事由消滅届に基づく支

給事由消滅処理が困難となり、却って転出者の状況確認や支払の差止処分等に伴う事務負担が増える恐れが

あることなどから、慎重に検討する必要があると考える。 

 


